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条 例

　川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市条例第73号

　　　川崎市職員の給与に関する条例等の一部を

　　　改正する条例

　（川崎市職員の給与に関する条例の一部改正）

第 １条　川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎

市条例第29号）の一部を次のように改正する。

　 　第13条第１項中「4,200円」を「4,400円」に、「6,000

円」を「6,100円」に改め、同項ただし書中「2,100円」

を「2,200円」に、「3,000円」を「3,050円」に改める。

　　第15条第２項中「100分の90」を「100分の95」に、

「100分の42.5」を「100分の47.5」に改める。

第 ２条　川崎市職員の給与に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。

　 　第14条第２項中「、６月に支給する場合においては

100分の122.5（再任用職員にあっては、100分の65）、

12月に支給する場合においては100分の137.5（再任用

職員にあっては、100分の80）」を「100分の130（再任

用職員にあっては、100分の72.5）」に改める。

　 　第15条第２項中「100分の95」を「100分の92.5」に、

「100分の47.5」を「100分の45」に改める。

　　 （川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の一部改正）

第 ３条　川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（平成16年川崎市条例第57号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第７条第１項の表を次のように改める。

号給 給料月額

１

２

３

４

５

６

７

円

374,000

422,000

472,000

533,000

608,000

710,000

830,000

　 　第８条第２項中「100分の165」を「100分の170」に

改める。

第 ４条　川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を次のように改正する。

　 　第８条第２項中「、６月に支給する場合においては

100分の122.5（再任用職員にあっては、100分の65）、

12月に支給する場合においては100分の137.5（再任用

職員にあっては、100分の80）」を「100分の130（再

任用職員にあっては、100分の72.5）」に、「100分の

170」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の

特例に関する条例の一部改正）

第 ５条　川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間

の特例に関する条例（平成24年川崎市条例第36号）の

一部を次のように改正する。

　 　第５条第１項の表を次のように改める。

号給 給料月額

１

２

３

４

５

６

円

396,000

456,000

516,000

596,000

693,000

791,000

　第５条第２項の表を次のように改める。

号給 給料月額

１

２

３

円

330,000

366,000

394,000

　第６条第３項中「100分の165」を「100分の170」に改

める。

第 ６条　川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間

の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

　 　第６条第３項中「、６月に支給する場合においては

100分の122.5（再任用職員にあっては、100分の65）、

12月に支給する場合においては100分の137.5（再任用

職員にあっては、100分の80）」を「100分の130（再

任用職員にあっては、100分の72.5）」に、「100分の

170」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市特別職員給与条例の一部改正）

第 ７条　川崎市特別職員給与条例（昭和23年川崎市条例

第71号）の一部を次のように改正する。

　 　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 ８条　川崎市特別職員給与条例の一部を次のように改

正する。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条
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例の一部改正）

第 ９条　川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する

条例（平成３年川崎市条例第13号）の一部を次のよう

に改正する。

　 　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 10条　川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する

条例の一部を次のように改正する。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部改正）

第 11条　川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関

する条例（平成21年川崎市条例第66号）の一部を次の

ように改正する。

　 　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 12条　川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関

する条例の一部を次のように改正する。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条

例の一部改正）

第 13条　川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する

条例（平成16年川崎市条例第59号）の一部を次のよう

に改正する。

　　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 14条　川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する

条例の一部を次のように改正する。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。

　　 （川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正）

第 15条　川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例（平成27年川崎市条例第30号）の一部

を次のように改正する。

　 　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 16条　川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の一部を次のように改正する。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１ 　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２

条、第４条、第６条、第８条、第10条、第12条、第14

条及び第16条の規定は、平成31年４月１日から施行す

る。

２ 　第１条の規定（川崎市職員の給与に関する条例（以

下「給与条例」という。）第15条第２項の改正規定を

除く。以下同じ。）による改正後の給与条例（以下「改

正後の給与条例」という。）の規定、第３条の規定（川

崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（以下「任期付職員条例」という。）第８条第２項の

改正規定を除く。以下同じ。）による改正後の任期付

職員条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）

の規定及び第５条の規定（川崎市任期付研究員の採

用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（以下「任

期付研究員条例」という。）第６条第３項の改正規定

を除く。以下同じ。）による改正後の任期付研究員条

例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）の

規定は、平成30年４月１日から適用する。

　（給与の内払）

３ 　職員が、第１条の規定による改正前の給与条例、第

３条の規定による改正前の任期付職員条例又は第５条

の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づ

いて、平成30年４月１日以後の分として支給を受けた

給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付

職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による

給与の内払とみなす。

　　　───────────────────

　川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額

並びにその支給条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第74号

　　　川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び

　　　費用弁償額並びにその支給条例の一部を改

　　　正する条例

第 １条　川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償額並びにその支給条例（平成20年川崎市条例第36

号）の一部を次のように改正する。

　 　 第 ６ 条 第 ２ 項 中「100分 の172.5」 を「100分 の

177.5」に改める。

第 ２条　川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償額並びにその支給条例の一部を次のように改正す

る。

　 　第６条第２項中「６月に支給する場合においては

100分の157.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5」を「100分の167.5」に改める。
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　　　附　則

　この条例は、平成30年12月１日から施行する。ただし、

第２条の規定は、平成31年４月１日から施行する。

規 則

　川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第79号

　　川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第28

号）の一部を次のように改正する。
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　別表第45号様式⑴中

「

 」

を

「

 」

に改める。

川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市市税条例施行規則（昭和２５年川崎市規則第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第４５号様式（１）中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  」      

を 

「 

 

 

 

第     号 

  管理番号   

整理番号   

様 
事業年度

  年  月  日

  年  月  日

市民税(法人)更正(決定)通知書 

区 分 既 確 定 額 等 更 正 決 定 額 等

法

人

税

割

額 

課税標準となる法人税額 ①
    

分割基準 ②
    

２以上の市町村に事務所又は事業所を有

する法人の課税標準となる法人税額 ③

    

税率 ④
    

法人税割額 ⑤
    

市民税の特定寄附金税額控除額   ⑥
  

外国関係会社等に係る控除対象所得税額

等相当額の控除額         ⑦

  

外国の法人税等の控除額 ⑧
    

仮装経理に基づく控除額 ⑨
    

租税条約の実施に係る控除額 ⑩
    

差引法人税割額 ⑪
    

差引税額 ⑫
    

均
等
割
額

均等割額 ⑬
    

差引税額 ⑭
    

納付すべき税額又は減少した税額      ⑮ 
  

 

法 定 納 期 限   年   月   日 指定納期限   年   月   日

延 滞 金 
計算期間   年   月   日から納付の日まで 

除算期間  

更 正 理 由   年   月   日 による 

地方税法第321 条の11の規定により、上記のとおり更正しましたので通知します。 

   年   月   日 

川崎市長             印 

1 この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算
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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる

　　　───────────────────

　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第80号

　　　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例

　　　施行規則の一部を改正する規則

　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例施行規則

（平成21年川崎市規則第90号）の一部を次のように改正

する。

　第４条第１号中「すべて」を「全て」に改め、同条第

２号中「第19条第１項」を「第18条第１項」に、「すべて」

を「全て」に改め、同条第４号中「すべて」を「全て」

に改める。

附　則

　この規則は、平成30年12月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市民生委員の定数を定める規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第81号

　　　川崎市民生委員の定数を定める規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市民生委員の定数を定める規則（平成27年川崎市

規則第33号）の一部を次のように改正する。

　本則中「1,772人」を「1,783人」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市生活保護法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第82号

　　　川崎市生活保護法施行細則の一部を改正する規則

　川崎市生活保護法施行細則（昭和47年川崎市規則第66

号）の一部を次のように改正する。

　第34号様式の３を次のように改める。
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第34号様式の３

川崎市　　福祉事務所長

川崎市　　福祉事務所長

注

目以降）の療養（治癒）見込期間及び概算見積額を記載してください。
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　第45号様式から第47号様式までを次のように改める。

第45号様式

川崎市　　福祉事務所長

年　月
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第46号様式

川崎市　　福祉事務所長

年　月分

川崎市　　福祉事務所長



（第1,760号）平成30年(2018年)12月10日 川 崎 市 公 報

－3258－

第47号様式

川崎市　　福祉事務所長

年　月

川崎市　　福祉事務所長

（　　　割）
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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第83号

　　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭

和62年川崎市規則第77号）の一部を次のように改正する。

　別表川崎駅東口周辺自転車等駐車場の項中

「

第２施設 川崎市川崎区日進町28番

 」

を

「

第２施設 川崎市川崎区日進町28番３

 」

に、

「

第10施設 川崎市川崎区東田町14番１ほか

 」

を

「

第10施設 川崎市川崎区東田町14番１ほか

第11施設 川崎市川崎区日進町28番１

 」

に改める。

附　則

　この規則は、平成30年12月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第84号

　　　川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給

　　　に関する規則の一部を改正する規則

川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

（昭和38年川崎市規則第66号）の一部を次のように改正

する。

　第８条の３第１項第１号中「100分の103.5」を「100

分の108.5」に、「100分の180」を「100分の190」に改め、

同項第２号中「100分の96」を「100分の101」に、「100

分の103.5」を「100分の108.5」に改め、同項第３号及

び第４号中「100分の88.5」を「100分の93.5」に改める。

　第８条の４第１項各号中「100分の42.5」を「100分の

47.5」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成30年12月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第614号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月16日から平成30年12月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
溝 口

第33号線

川崎市高津区二子１丁目

1135番１先
3.64

～

4.00

19.10
川崎市高津区二子１丁目

1135番１先

新
溝 口

第33号線

川崎市高津区二子１丁目

1135番11先
4.00

～

4.29

19.10
川崎市高津区二子１丁目

1135番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第615号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年11月16日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月16日から平成30年12月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

溝 口

第 3 3 号 線

川崎市高津区二子１丁目1135番11先

川崎市高津区二子１丁目1135番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第616号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月16日から平成30年12月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
長 尾

第143号線

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番１先
1.82 27.50

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番１先

新
長 尾

第143号線

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番24先
1.95

～

4.00

27.50
川崎市多摩区長尾

２丁目1292番15先

旧
長 尾

第146号線

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番１先
3.03 31.02

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番１先

新
長 尾

第146号線

川崎市多摩区長尾

２丁目1292番16先
4.00 31.02

隅切り

を含む川崎市多摩区長尾

２丁目1292番24先

　　　───────────────────

川崎市告示第617号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年11月16日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月16日から平成30年12月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

長 尾

第143号線

川崎市多摩区長尾２丁目1292番24先

川崎市多摩区長尾２丁目1292番15先

長 尾

第146号線

川崎市多摩区長尾２丁目1292番16先
隅切り

を含む
川崎市多摩区長尾２丁目1292番24先

　　　───────────────────

川崎市告示第618号

　平成30年第４回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　平成30年11月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　平成30年11月26日（月曜日）　午前10時

２ 　場　　所　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第619号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成30年11月20日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
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経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第620号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第621号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第622号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第623号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第624号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第625号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第626号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第627号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ



（第1,760号）平成30年(2018年)12月10日 川 崎 市 公 報

－3262－

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第628号

　川崎市名誉市民に藤嶋昭氏を選定したので、川崎市名

誉市民条例（昭和46年川崎市条例第34号）第３条第２項

の規定に基づき、次のとおり公表する。

　　平成30年11月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　住所、氏名及び生年月日

　　藤嶋　昭

　　（住所及び生年月日省略）

２ 　略歴

　　横浜国立大学工学部電気化学科卒業

　　東京大学大学院工学系研究科博士課程修了

　　神奈川大学工学部講師

　　東京大学工学部講師

　　東京大学工学部教授

　　東京大学大学院工学系研究科教授

　　財団法人神奈川科学技術アカデミー理事長

　　東京大学名誉教授

　　東京大学特別栄誉教授

　　日本化学会会長

　　東京理科大学学長

　　東京理科大学栄誉教授

３ 　顕彰すべき事績の概要

　 　文化勲章受章者の藤嶋昭氏は、川崎市在住の科学者

で、光触媒の研究成果による科学技術の発展への貢献

や、大学での研究成果を実用化につなげる産学連携に

も積極的に取り組まれ、産業を見据えた氏の研究によ

り市民生活を便利にする様々な製品が生み出されるな

ど、文化の発展に卓絶な功績があった。

　 　また、同氏は、かわさき科学技術サロン世話人会座

長や川崎市教育委員会委員、川崎市科学教育アドバイ

ザー、かわさき市民アカデミー理事長等による長年の

様々な活動を通じ、本市における科学技術の普及啓発

や教育行政の推進に多大な貢献をされた。その人柄か

ら市民にも愛されており、氏の存在は大いに本市の誇

りともなっている。

　　　───────────────────

川崎市告示第629号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月26日から平成30年12月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野 川

第301号線

川崎市宮前区東有馬

２丁目2974番１先
3.64 21.28

川崎市宮前区東有馬

２丁目2974番１先

新
野 川

第301号線

川崎市宮前区東有馬

２丁目2974番17先
4.00 21.28

川崎市宮前区東有馬

２丁目2974番16先

　　　───────────────────

川崎市告示第630号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年11月26日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月26日から平成30年12月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月26日
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 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野 川

第30 1号線

川崎市宮前区東有馬２丁目2974番17先

川崎市宮前区東有馬２丁目2974番16先

　　　───────────────────

川崎市告示第631号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第632号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月28日から平成30年12月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
有 馬

第20号線

川崎市宮前区有馬１丁目

1871番５先
3.64 25.67

川崎市宮前区有馬１丁目

1871番５先

新
有 馬

第20号線

川崎市宮前区有馬１丁目

1871番14先
4.00 25.67

川崎市宮前区有馬１丁目

1871番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第633号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成30年11月28日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成30年11月28日から平成30年12月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成30年11月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

有 馬

第 2 0 号 線

川崎市宮前区有馬１丁目1871番14先

川崎市宮前区有馬１丁目1871番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第634号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、平成30年11月26日招集の平成30年第４

回川崎市議会定例会において、平成30年11月28日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

平成30年度川崎市一般会計補正予算

　平成30年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
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80,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ733,648,929千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表

歳入歳出予算補正」による。

　　平成30年11月26日提出

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第635号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画生産緑地地区の変更

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　川崎市　宮前区　土橋４丁目地内

　　　　　　　多摩区　生田７丁目地内

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　幸　区　南加瀬２丁目地内

　　　　　　　中原区　 下小田中３丁目、下小田中５丁

目、下小田中６丁目、井田２丁

目及び井田杉山町地内

　　　　　　　高津区　 久末、久地４丁目、蟹ヶ谷、宇

奈根、上作延及び末長１丁目地

内

　　　　　　　宮前区　 野川、有馬３丁目、東有馬２丁

目、東有馬５丁目、土橋７丁目、

鷺沼１丁目、菅生１丁目、菅生

５丁目、平４丁目、犬蔵１丁目

及び水沢２丁目地内

　　　　　　　多摩区　 堰１丁目、堰２丁目、堰３丁目、

長尾１丁目、長尾２丁目、中野

島２丁目、中野島３丁目、登戸、

菅稲田堤２丁目、菅稲田堤３丁

目、菅北浦２丁目、菅馬場１丁

目、菅馬場２丁目、生田１丁目、

生田３丁目、生田８丁目、東生

田４丁目及び南生田１丁目地内

　　　　　　　麻生区　 東百合丘４丁目、高石３丁目、

高石６丁目、千代ヶ丘８丁目、

上麻生５丁目、下麻生１丁目、

王禅寺東５丁目、王禅寺西８丁

目、五力田２丁目、五力田３丁

目、片平４丁目、片平５丁目、

白鳥１丁目、黒川及び岡上地内

３ 　縦覧場所

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

17 国 庫 支 出 金 125,823,091 21,697 125,844,788

２ 国 庫 補 助 金 21,055,154 21,697 21,076,851

18 県 支 出 金 26,632,490 9,841 26,642,331

２ 県 補 助 金 5,210,448 9,841 5,220,289

21 繰 入 金 63,816,656 48,462 63,865,118

１ 基 金 繰 入 金 60,305,490 48,462 60,353,952

　 歳 入 合 計 　 735,568,929 80,000 733,648,929

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

５ 健 康 福 祉 費 145,806,188 80,000 145,886,188

７ 公 衆 衛 生 費 9,517,719 80,000 9,597,719

　 歳 出 合 計 　 733,568,929 80,000 733,648,929

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第636号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画特別緑地保全地区（黒川腰巻特別緑地

保全地区）の変更

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　麻生区　黒川地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第637号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の

規定により、都市計画を決定したので、同法第20条第１

項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定

により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画特別緑地保全地区

　（電車山特別緑地保全地区）の決定

　 　川崎都市計画特別緑地保全地区

　（上麻生仲村特別緑地保全地区）の決定

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　電車山特別緑地保全地区

　　ア 　追加する部分

　　　　川崎市　麻生区　栗木台２丁目地内

　　イ 　削除する部分

　　　　なし

　　ウ 　変更する部分

　　　　なし

　⑵ 　上麻生仲村特別緑地保全地区

　　ア 　追加する部分

　　　　川崎市　麻生区　上麻生７丁目地内

　　イ 　削除する部分

　　　　なし

　　ウ 　変更する部分

　　　　なし

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第638号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更（港町地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市川崎区港町地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第639号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画用途地域の変更（港町地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市川崎区港町地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────
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川崎市告示第640号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第51条

第５項において準用する同法第44条第１項の規定により

特定非営利活動法人アクト川崎の認定有効期間の更新を

したので、同法第51条第５項において準用する同法第49

条第２項の規定により次のとおり告示します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　特定非営利活動法人　アクト川崎

２ 　代表者の氏名

　　竹井　斎

３ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市中原区井田杉山町24番８号

４ 　当該認定の有効期間

　　平成30年12月３日～平成35年12月２日

　　　───────────────────

川崎市告示第641号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、平成30年12月１日から適用する。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　別表13荷さばき地の表中

「

名称 利用区分 位置 面積

川崎

コンテナ

１級

荷さばき

地

一般利用

川崎区東

扇島92番

地

平方メートル

36,527

専用利用 〃 40,190

２級

荷さばき

地

専用利用 〃 26,200

 」

を

「

名称 利用区分 位置 面積

川崎

コンテナ

１級

荷さばき

地

一般利用

川崎区東

扇島92番

地

平方メートル

23,921

専用利用 〃 38,728

２級

荷さばき

地

専用利用 〃 26,200

 」

に改める。

　別表18事務所附帯施設の表中

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区東扇島

92番地

グラベルベッド

舗装、アスコン

舗装、コンクリ

ート版

3,164

 」

を

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区東扇島

92番地

グラベルベッド

舗装、アスコン

舗装、コンクリ

ート版

1,101

 」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第642号

　川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（平成17年川崎市条例第４号）第６条の規定に基づき、

次のとおり人事行政の運営の状況の概要及び人事委員会

の業務の状況を公表しましたので、同条例第７条の規定

に基づき告示します。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別添略）

　　　───────────────────

川崎市告示第643号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　長 ２件　　

　　イ 　病院事業管理者 １件　　

　　ウ 　教育委員会 ６件　　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　長 12件　　

　　イ 　上下水道事業管理者 ２件　　

　　ウ 　病院事業管理者 ４件　　

　　エ 　消　防　長 ３件　　

　　オ 　教育委員会 ４件　　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────
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川崎市告示第644号

　　　証票無効について

　本市が発行した次の証票は、紛失した旨の届出があり

ましたので、紛失の日以後、無効とします。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

証　票　名 証票番号 紛失年月日 職　名 氏　名

徴税吏員証 第429086号
平成30年

11月20日
事務職員 　

公 告

川崎市公告第610号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第611号

　住宅宿泊事業調査業務委託の業者選定に関する公募型

企画提案の実施について、次のとおり公告します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　住宅宿泊事業調査業務委託

　⑵ 　業務事項　

　　ア 　届出住宅の周辺状況調査

　　イ 　住宅宿泊事業者に対するアンケートの実施と集

計

　　ウ 　宿泊者に対するアンケートの実施と集計

　　エ 　仲介業者に掲載されている各住宅宿泊事業者

（届出住宅）の評価と理由の分析

　　オ 　川崎市内における外国人特有の観光資源の掘り

起こしと市内へ誘導するための案内マニュアルの

作成データ分析業務

　⑶ 　委託期間　契約日～平成31年３月22日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　各種データの調査・分析を行い提案としてまとめ

た実績及び一般向け案内マニュアル作成実績がある

者。

　⑵ 　法人格を有する者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者。

　⑷ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者。

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小杉小学校　学校図書館用図書購入

履行場所 川崎市立小杉小学校（川崎市中原区小杉町２丁目295番地１）２階図書室

履行期限 平成31年３月29日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「書籍・楽器類」種目

「書籍」に登載されていること。

⑷ 　平成20年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2092

入札日時等 平成30年12月21日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑸ 　川崎市業務委託有資格者名簿において当該契約に

対応するとして定めた、業種は「20調査・測定」、

種目は「99　その他の調査・測定」に登録されてい

る者。

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者。

　⑺ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者。

　⑻ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力

　⑷ 　実施体制

　⑸ 　概算見積額

４ 　担当部局

　 　 川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推

進課

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　044－200－3714

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　平成30年11月16日（金）～ 11月22日

（木）（土曜日及び日曜日を除く）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成30年11月16日（金）～ 11月22日

（木）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　平成30年12月５日（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　企画提案書（７部）、見積書（１部）、

見積書の写し（７部）、業務実施体制・主な業務実

績（７部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

　　 （郵送による提出については、受付期間開始前に到

着した場合でも受付を行う）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　3,210,000円（消費税及び地方

消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は平成30年12月11日（火）を予

定しています。

　　イ 　詳細につきましては、住宅宿泊事業調査業務企

画提案実施要領、仕様書を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第612号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小台西公園整備工事

履行場所 川崎市宮前区小台１丁目13番地

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

⑴ 　本案件は川崎市請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑵ 　入札参加者は本案件又は「市道鷺沼線街路樹更新工事」のいずれか１件のみ落札ができるもの

とします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合は

この限りではありません。

⑶ 　落札候補者決定は、本案件、「市道鷺沼線街路樹更新工事」の順に行います。

⑷ 　本案件の落札候補者となった者は、「市道鷺沼線街路樹更新工事」の落札候補者にはなれません。

ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合はこの限りで

はありません。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道鷺沼線街路樹更新工事

履行場所 川崎市宮前区鷺沼１丁目２番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

⑴ 　本案件は川崎市請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。
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そ　の　他

⑵ 　入札参加者は本案件又は「小台西公園整備工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとしま

す。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合はこの限

りではありません。

⑶ 　落札候補者決定は、「小台西公園整備工事」、本案件の順に行います。

⑷ 　「小台西公園整備工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補者にはなれません。た

だし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場合はこの限りでは

ありません。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道久末126号線交差点改良工事

履行場所 川崎市高津区久末1277番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道多摩第３号線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市多摩区中野島５丁目５番地先他１箇所

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道栗木線舗装改良工事

履行場所 川崎市麻生区栗平２丁目10番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月４日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内主要地方道鶴見溝ノ口舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区矢上１番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されて

いる者。

　　オ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　カ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　ウ 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設業法施行規則第十八条の定める法人）が

発注した道路工事で、遮水型排水性舗装工事の完工実績（元請に限る）を平成15年４月１日

以降に有すること。ただし、共同企業体により施工した工事については、出資比率が20％以

上であること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　イ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ウ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　エ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月５日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道塩浜７号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜１丁目16番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月５日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道千年新町26号線道路補修（Ｌ型側溝）工事

履行場所 川崎市高津区千年新町14番地先他１箇所

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月５日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 王禅寺ふるさと公園池・流れほか改修工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺528－１

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。
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参 加 資 格

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月５日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 虹ヶ丘公園少年野球場フェンス改修工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目21－１

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月５日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第613号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田小学校給食室等解体撤去その他工事

履行場所 川崎市多摩区生田７丁目22番１号

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。ただし、平成28年５月31日までに受けたと

び・土工工事業に係る建設業の許可でも可とします。

⑽ 　主任技術者（業種「解体」）を配置できること。ただし、平成28年５月31日までに主任技術者（業

種「とび・土工」）の資格を有する者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 平成30年12月12日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白幡台小学校ほか２か所囲障改修工事

履行場所 川崎市宮前区南平台13番１号ほか２か所

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されている者。

　⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上あること。

　⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100
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入札日時等 平成30年12月12日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第614号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年11月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

横浜市中区常盤町１－５関内ＢＳビル３階

株式会社　フレール

代表取締役　伊藤　輝彦

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区上小田中六丁目902番17の一部

 別図参照

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

5.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第213号
指　定

年月日

平成30年

11月21日

　　　───────────────────

川崎市公告第615号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同条第３項の規定において準用する同法

第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　平成30年11月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　サミットストア中野島店

　　川崎市多摩区中野島六丁目1048番地14

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の

　　氏名

　　みずほ信託銀行株式会社

　　代表取締役　飯盛　徹夫

　　東京都中央区八重洲１－２－１

３ 　変更した事項

　　大規模小売店舗の所在地

　　（変更前）川崎市多摩区中野島1084番地

　　（変更後）川崎市多摩区中野島六丁目1048番地14

４ 　変更の年月日

　　平成30年11月１日

５ 　変更する理由

　 　平成16年６月17日付　附則第５条第１項届出時の誤

記修正

６ 　届出の年月日

　　平成30年11月１日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　平成30年11月21日から平成31年３月21日までの午前

８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、

祝日、12月29日から１月３日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公

告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出に

より、これを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　平成31年３月21日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第616号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



川 崎 市 公 報 （第1,760号）平成30年(2018年)12月10日

－3277－

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道宮崎106号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷４丁目15番地先

履行期限 平成31年３月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路」で

登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月20日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久地歩道橋他１橋横断歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市高津区久地４丁目24番地先他１箇所

履行期限 平成31年３月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート」で登録されている者。

⑷ 　以下の要件を満たす者を配置できること。

　ア 　管理技術者及び照査技術者として、建設部門技術士（鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣ

Ｍ（鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者

　イ 　調査技術者として、点検分野における国土交通省登録技術者資格を有する者

　　なお、照査技術者は、管理技術者及び調査技術者と兼務できません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月20日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 主要地方道横浜上麻生道路修繕（擁壁詳細設計）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６丁目26番地先

履行期限 平成31年３月31日限り

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「土質及び

基礎部門」で登録されている者。

⑷ 　建設部門技術士（土質及び基礎）の資格を有する者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月20日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第617号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市立学校固定電話通信サービス契約

　⑵ 　業務内容

　　 　固定電話通信サービス（詳細は、入札説明書によ

る。）

　⑶ 　契約期間

　　　平成31年１月４日から平成34年２月28日まで

　⑷ 　履行場所

　　 　川崎市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校

　　 　別紙１「対象電話回線一覧」（以下「別紙１」と

いう。）のとおり

　⑸ 　入札方法

　　 　この入札は、固定電話通信サービス見積書（以下

「見積書」という。）における各合計欄（基本料金

及び通話料金）の総価により行います。ただし、契

約は単価によるものとします。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　固定電話通信サービスの提供について、電気通信

事業法（昭和59年12月25日法律第86号）第９条の規

定による登録を受けた者又は第16条第１項の規定に

よる届出をした者であること。

　⑵ 　平成30年11月26日から開札日までの間のいずれの

日においても、川崎市契約規則（昭和39年川崎市規

則第28号）第２条の規定に該当する一般競争入札参

加停止及び川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止が行われていないこと。

　⑶ 　固定電話通信サービスの提供について、仕様書の

内容を十分に理解した上で遵守できること。また、

契約期間中は安定的かつ確実に固定電話通信サービ

スを提供することができる者であること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル３階

　　　川崎市教育委員会事務局総務部学事課

　　　電話　044－200－3264

　⑵ 　配布、提出期間

　　　平成30年11月26日（月）～ 12月６日（木）

　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　午前９時から正午、午後１時から午後５時

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、⑵の

期間に⑴の場所で配布します。

４ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　　平成30年11月26日（月）～ 12月12日（水）

　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　午前９時から正午、午後１時から午後５時

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、直接、担当部署に提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年12月18日

（火）までに、競争参加者全てに、電子メールにて

送付します。
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５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

29・30年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任

先メールアドレスに平成30年12月10日（月）までに送

付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年12月25日（火）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　川崎市役所第４庁舎　第１会議室

　⑵ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第８条の規定に基づき、入札金額

に入札保証金の率を乗じて得た額とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記７⑴アに同じ。

　⑷ 　開札の場所

　　　上記７⑴イに同じ。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条に規定する各号のいずれかに

該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　不可とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　⑷ 　当該契約の解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸ 　その他問合せ窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第618号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成30年度中原区総合防災冊子区内全戸配布業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　中原区内全域

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月29日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他」に登載されていること。

　⑷ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を持参により提出してくださ

い。



（第1,760号）平成30年(2018年)12月10日 川 崎 市 公 報

－3280－

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－8570

　　　川崎市中原区小杉町３－245　中原区役所４階

　　　中原区役所危機管理担当　地域防災担当

　　　電話　044－744－3141（直通）、

　　　ＦＡＸ　044－744－3346、

　　　E-mail　65kikika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年11月26日から平成30年11月30日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

４ 　入札説明会、現地調査及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会及び現地調査

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所

において、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に

供するとともに、希望者には印刷物を配布します。

また、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年12月３日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、12月

３日までに電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年11月26日から平成30年12月６日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　65kikika@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－744－3346

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年12月10日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送

付します。なお、この入札の参加資格を満たしてい

ない者からの質問に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」のい

ずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年12月12日　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市中原区小杉町３－245

　　　　　　　　　中原区役所４階403会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無

効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口「３⑴配布・提出

場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第619号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　超純水製造装置12か月保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月20日まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において同規模

の委託契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0821

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　川崎市環境局環境総合研究所

　　　地域環境・公害監視課　高垣（技術仕様関係）

　　　事業推進課　仙石（契約事務関係）

　　　電　話　044－276－9001

　　　ＦＡＸ　044－288－3156

　　　E-mail　30sojig@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　平成30年11月26日（月）から平成30年11月30日

（金）まで

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成29・30年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに平

成30年12月11日（火）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　平成30年12月11日（火）午前９時から正午及び午

後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　 　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先
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　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年12月11日（火）から平成30年12月14日

（金）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成30年12月18日

（火）までに、参加全者あてに、電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成30年12月27日（木）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３？に同じ。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第620号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　環境局川崎生活環境事業所物品運搬等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　運搬元

　　　　環境局川崎生活環境事業所（川崎市川崎区堤根52）

　　イ 　運搬先

　　　 　環境局南部生活環境事業所（川崎市川崎区塩浜

４－11－９）

　　　 　環境局中原生活環境事業所

　　　（川崎市中原区中丸子155‐１）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月31日（日）まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の事項を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期間において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿で、業種「倉庫・運送業務」、種

目「運送業務」に登載されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加資格確認申請書を提出しなければなりません。



川 崎 市 公 報 （第1,760号）平成30年(2018年)12月10日

－3283－

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所環境局生活環境部収集計画課

　　　小平担当

　　　電話　044－200－2584

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　土曜日及び日曜日を除き、平成30年11月26日（月）

から11月30日（金）までの午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時までとします。

４ 　仕様書について

　⑴ 　仕様書の閲覧

　　 　この入札に関する仕様書は、上記３⑴の場所で閲

覧することができるほか、川崎市ウェブサイト「入

札情報かわさき」（http://keiyaku.city.kawasaki.

jp/epc/index.htm）で閲覧及びダウンロードをする

ことができます。

　⑵ 　仕様書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者のうち、仕様書の印刷物の配布を希望す

る者には、３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、かつ、提出書類を審査した結果、入札参加資

格があると認められた者には、次の日時までに川崎市

の平成29・30年度業務委託有資格業者へ登録した際に

届出のあった電子メールアドレス宛てに入札参加資格

の確認通知書を送付します。また、申請者が電子メー

ルアドレスの登録を行っていない場合、次により確認

通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年12月３日（月）午前９時から正午まで

　　　及び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　現場説明会の実施

　 　一般競争入札参加資格確認申請書で現地調査を希望

し、かつ、入札参加資格があると認められた者に対し

て、次の日程で現場説明会を実施します。

　 　なお、時間については、平成30年12月５日（水）ま

でに、入札参加資格者ごとにお知らせします。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月14日

（金）

　⑵ 　場所

　　　環境局川崎生活環境事業所

　　　（川崎市川崎区堤根52）

７ 　質問等の受付

　⑴ 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者からの質問等を受け付けます。

　⑵ 　質問等に関しては、土曜日、日曜日及び祝日を除

き、平成30年11月26日（月）９時から平成30年12月

19日（水）17時までの間、ＦＡＸ、電子メール又は

持参により受け付けます。

　⑶ 　ＦＡＸ又は電子メールにより質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑷ 　回答については、平成30年12月21日（金）19時ま

でに電子メールにより送信します。電子メールアド

レスの登録を行っていないものに対しては、ＦＡＸ

により送付します。ただし、審査の結果、入札参加

資格があると認められなかった者からの質問には回

答しません。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、入札期日ま

での間に次のいずれかに該当したときは、この入札に

参加することができません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年12月27日（木）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否
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　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほ

か、「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」

で閲覧及びダウンロードをすることができます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第621号

　　　入　　札　　公　　告

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　海底トンネル通信及びラジオ再放送設備保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月15日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　海底トンネルの情報伝達装置である拡声放送、ラ

ジオ再送信、通信設備を正常かつ良好に維持するた

めに保守点検を行う。

　委託設備

　　・拡声放送設備：拡声放送架、放送操作卓… １式

　　　　　　　　　　ホーンスピーカ　車道部… 123台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人道部… 42台

　　・ラジオ再放送設備：再放送架…４面、

　　　　　　　　　　　　　　　受信アンテナ… ７本

　　・通信設備：共用装置架…１式、無線端子箱… ３面

　　　　　　　　誘導線・漏洩同軸ケーブル… １式

　　 　詳細については、「海底トンネル通信及びラジオ

再放送設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成29・30年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者。

　⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録されて

いる者。

　⑸ 　トンネル内非常用設置設備の保守点検業務実績

（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有する

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　　　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　044－287－6038

　　　E-mail　　　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年11月26日（月）から平成30年11月30日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　トンネル内に設置されている本件対象となる設

備の保守点検業務実績（元請に限る。）を平成15

年４月１日以降に有することを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において平成30年11月26

日（月）から平成30年11月30日（金）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３　⑴ 　に同じ
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　　イ 　交付日時

　　　 　平成30年12月５日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成29・30年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、平成30

年12月５日（水）に入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年12月６日（木）午前９時から平成30年12

月７日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年12月11日（火）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年12月13日（木）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３　⑴ 　に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第622号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内主要地方道川崎府中（多摩警察署前他１箇所）交差点改良工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1644－１番地先他１箇所

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑻ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑼ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑾ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑿ 　主任技術者（業種「舗装）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月10日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中丸子公園第２期整備工事

履行場所 川崎市中原区中丸子719－１

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。
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参 加 資 格

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月10日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島１号線沿道環境整備工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島28－１番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」種目「造園」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月10日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内標識補修（大型）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請

負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する

誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。た

だし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本

案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要し

ません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月10日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路標識補修（大型標識）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑻ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請

負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する

誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。た

だし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本

案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要し

ません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月10日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内標識補修（大型標識）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月11日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路標識補修（大型標識）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月11日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘49号線道路防護（擁壁）工事

履行場所 川崎市宮前区菅生６丁目１番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専

任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月11日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道有馬92号線歩道設置（改築）工事

履行場所 川崎市宮前区有馬６丁目12番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月11日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵新城駅前バスロータリー道路補修（切削・打換）工事

履行場所 川崎市中原区新城５丁目１番地先

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている者。

⑺ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月11日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」

アドレスhttp://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第623号

　平成30年12月９日に執行する川崎都市計画事業登戸土

地区画整理審議会の委員の選挙について、土地区画整理

法施行令（昭和30年３月31日政令第47号）第24条第２項

の規定により届出のあった候補者は次のとおりですの

で、同条第５項の規定により公告します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　宅地の所有者が選挙する委員の候補者

氏　　名 住　　所

２ 　宅地について借地権を有する者が選挙する委員の候

補者

氏　　名 住　　所

　　　───────────────────

川崎市公告第624号

　平成30年12月９日に執行する川崎都市計画事業登戸土

地区画整理審議会の委員の選挙について、届出のあった

候補者の数が選挙すべき委員の数を超えないので、土地

区画整理法施行令（昭和30年３月31日政令第47号）第26

条の規定により、投票を行わないものとし、同条の規定

により公告します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市公告第625号

　　　（仮称）川崎中瀬マンション計画に係る

　　　　事後調査報告書（供用時その２）につ

　　　　いて

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書について

１ 　指定開発行為者

　　名　称：東レ建設株式会社

　　代表者：代表取締役社長　冨山　元行

　　住　所：大阪府大阪市北区中之島三丁目３番３号

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）川崎中瀬マンション計画

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　住宅団地の新設（第２種行為）

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時その２）の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　　１ 　指定開発行為者

　　　２ 　指定開発行為の名称及び種類
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　　　３ 　指定開発行為を実施する区域

　　　４ 　指定開発行為の目的及び内容

　　　５ 　指定開発行為の実施状況

　　　６ 　環境保全のための措置の実施状況

　　第２章　事後調査（供用時その２）

　　　１ 　条例評価書に掲げる事後調査計画の概要

　　　２ 　事後調査の内容

　　　３ 　事後調査の結果と検証

　　　４ 　評価及び以後講ずる措置

４ 　事後調査報告書（供用時その２）の写しの縦覧期間、

場所及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　平成30年11月27日（火）から平成30年12月26日

（水）まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場　所

　　 　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び環境局環境

評価室（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第626号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年11月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区小杉二丁目228番１

 ほか４筆の一部（第３工区）

 8,659平方メートル　　　　

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都中央区銀座六丁目17番１号

　　三井不動産レジデンシャル株式会社

　　代表取締役　藤村　清隆

　　神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８

　　ＪＸ不動産株式会社

　　代表取締役　山本　一郎

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅・飲食店舗・学習塾・

　　集会場・保育所・診療所

 計画戸数：２戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成26年７月９日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第63号

　　平成27年２月26日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第201号（変更）

　　平成27年５月22日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第18号（変更）

　　平成27年９月11日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第70号（変更）

　　平成29年４月14日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第５号（変更）

　　平成29年８月２日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第56号（変更）

　　平成29年12月４日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第116号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第627号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　平成30年11月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区野川字東耕地434番１

 ほか６筆の一部　　

 1,088平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市緑区中山町190番地

　　株式会社　ピーアイコーポレーション

　　代表取締役　折田　浩一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成29年12月27日

　　川崎市指令　ま建管宅地（イ）第130号

　　　───────────────────

川崎市公告第628号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年11月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市多摩区宿河原３－１－１

他喜不動産販売株式会社　

代表取締役　奥山　武志

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区犬蔵２丁目3993－１、－

３、4027－２の各一部、4028－２の全部、

3993－１地先

 別図省略
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幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

15.93メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第609号

指　定

年月日

平成30年

11月28日

　　　───────────────────

川崎市公告第629号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　 　計量検査所ほか２か所空調設備長寿命化整備業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　計量検査所（川崎区藤崎３丁目１－10）

　　　浅野町工場会館（川崎区浅野町１－４）

　　　産業振興会館（幸区堀川町66番地20）

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月15日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　計量検査所、浅野町工場会館及び産業振興会館に

設置されている空調機の交換を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成29・30年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業の受注の確保に関する

法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、点検・工事実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　［住所等］川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　　　フロンティアビル10階

　　　［担当課］経済労働局産業振興部工業振興課

　　　　　　　　電　話　044－200－2326（直通）

　　　　　　　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　　　　　　　E-mail　28kogyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月11日（火）から平成31年１月７日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土日祝日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　 　平成31年１月９日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　 　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴ 　　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成31年１月９日（水）から１月16日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。
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　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　28kogyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3920

　⑸ 　回答方法

　　 　平成31年１月21日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成31年１月29日（火）午後２時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　フロンティアビル６階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第630号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小杉小学校開校に係る物品調達（事務用器具　備品）

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 平成31年３月29日

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種

目「事務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付されていること。

⑷ 　川崎市内に本社を有すること。

⑸ 　平成20年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑹ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

⑺ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2092

入札日時等 平成31年１月17日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小杉小学校開校に係る物品調達（家具類　備品）

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 平成31年３月29日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「家具・装飾」種目「木

工家具」に登載されていること。

⑷ 　川崎市内に本社を有すること。

⑸ 　平成20年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑹ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

⑺ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2092

入札日時等 平成31年１月17日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第631号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市中原区木月大町10番46号

西広　豊子

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区木月大町211番１の一部、

211番２の一部 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

40.60メートル

4.00メートル 5.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第214号

指　定

年月日

平成30年

11月30日

　　　───────────────────

川崎市公告第632号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市宮前区小台一丁目20番地１ 　

株式会社　プラザハウス　

代表取締役　柳　英明

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区菅生六丁目1098番２、

1100番１の各一部 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

19.09メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第215号

指　定

年月日

平成30年

11月30日

　　　───────────────────

川崎市公告第633号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道古市場矢上線擁壁補修詳細設計委託

履行場所 川崎市幸区北加瀬１丁目５番地先

履行期限 平成31年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 平成31年１月10日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第437号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市中央卸売市場北部市場の電気需

給に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市宮前区水沢１－１－１

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

　⑷ 　調達概要　 上記期間内における単価納入契約の締結

　　　　　　　　調達見込数量　9,397,176キロワット時

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他物品販売」種目「電

気供給」に登載されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者を含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を平成30

年12月28日までに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もにアフターサービスを本市の求めに応じて、速や

かに提供できること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量の変更について、

本市の求めに応じて速やかに対応できること。

　⑹ 　事故発生時緊急対応が必要な場合に、対応可能な

体制が整備されていること。

　⑺ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争参加申込書及び安定供給確約書の配布

　⑴ 　配布場所

　　　川崎市中央卸売市場北部市場管理課

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　電話　044－975－2216

　　　メールアドレス　28hokan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布書類

　　　競争参加申込書及び安定供給確約書

　⑶ 　配布期間 

　　 　平成30年12月14日（金）から平成30年12月26日

（水）まで、午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで（土・日曜日及び祝日を除く。）

　　※ 　平成30年12月14日（金）午前９時から平成30年

12月21日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗ

ｏｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）

により申し出た者は、メールで競争参加申込書を

送付します。

４ 　競争参加申込書及び安定供給確約書の提出

　⑴ 　提出方法　持参又は郵送

　⑵ 　提出場所

　　　川崎市中央卸売市場北部市場管理課

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　電話　044－975－2216

　⑶ 　提出書類

　　　競争参加申込書及び安定供給確約書

　　 　ただし、安定供給確約書は提出を義務付けるもの

ではなく、また、提出の有無がこの入札において有

利もしくは不利になるものではありません。

　⑷ 　提出期間

　　 　持参の場合は、平成30年12月14日（金）から平成

30年12月28日（金）まで、午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで（土・日曜日及び祝日

を除く。）

　　 　郵送の場合は、平成30年12月14日（金）から平成

30年12月28日（金）午後４時必着

５ 　入札説明書の縦覧

　⑴ 　縦覧場所

　　　川崎市中央卸売市場北部市場管理課

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　電話　044－975－2216

　⑵ 　縦覧期間

　　 　平成30年12月14日（金）から平成30年12月28日

（金）まで、午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで（土・日曜日及び祝日を除く。）

６ 　入札説明書の配布

　⑴ 　配布場所

　　　川崎市中央卸売市場北部市場管理課

　　　〒216－8522　川崎市宮前区水沢１－１－１

　　　電話　044－975－2216

　　　メールアドレス　28hokan@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布期間 

　　 　平成30年12月14日（金）から平成30年12月28日

（金）まで、午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで（土・日曜日及び祝日を除く。）

　　 ※ 平成30年12月14日（金）午前９時から平成30年

12月21日（金）午後４時までに文書（郵送又はｗｏ

ｒｄ等で作成したものをメールに添付でも可）によ

り申し出た者は、メールで競争参加申込書と共に入

札説明書を送付します。

７ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。（平成30年12月14日

（金）午前９時から平成30年12月28日（金）午後４時

までに文書（郵送又はｗｏｒｄ等で作成したものをメ

ールに添付でも可）により申し出た者は、メールで競

争参加資格確認通知書を送付します。）

　⑴ 　交付場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 平成31年１月10日（木）午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで

８ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　持参又は郵送

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参の場合は、平成31年２月４日（月）午前11時

　　　なお、郵送の場合は平成31年２月１日（金）

　　　午後４時必着

　⑶ 　入札書の提出場所

　　　川崎市中央卸売市場北部市場第１会議室

　　　（管理事務所棟３階）

　　　なお、郵送の場合は４⑵に同じ

　⑷ 　入札保証金　免除

　　 　ただし、競争参加資格を有する者が入札する場合

において、契約を締結することが確実であると認め

られるとき。

　⑸ 　開札の日時　平成31年２月４日（月）午前11時

　⑹ 　開札の場所　９⑶に同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する

入札はこれを無効とします。

10　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　入札金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所において閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

12　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the services to be 

required :

　　　　　　 Electricity 9,397,176kwh to use at 

　　　　　　Hokubu-Shijo

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　　　　11:00A.M., February, 4, 2019

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　Hokubu-Shijo Central Wholesale Market

　　　　　　Economic and labor affairs bureau

　　　　　　1-1, Mizusawa-1chome, Miyamae-ku

　　　　　　Kawasaki, Kanagawa 216-8522, Japan

　　　　　　TEL:044-975-2216

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第438号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　災害対策用毛布リパック業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　回収場所

　　　 　南部防災センター（川崎区小田７－３－１）ほか、

市内29箇所

　　　 　（詳細については、別途、契約後に指示）

　　イ 　納品場所
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　　　 　南部防災センター（川崎区小田７－３－１）ほか、

市内29箇所

　　　　（詳細については、別途、契約後に指示）

　⑶ 　完了期限

　　　平成31年３月29日（金）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で国又は地方公共団体において類似の

契約実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証す

る書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　岩佐

　　　電　話　044－200－3553（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月14日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、仕様書の

配布及び入札説明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年12月18日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書及び仕様書の交付

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３

⑵の期間で縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。なお、インターネットから入手でき

ない者には、申し出により無償で入札説明書を交付

します。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した

際に電子メールのアドレスを登録している場合は、

確認書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年12月17日（月）から平成30年12月21日

（金）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答期日・方法

　　 　平成30年12月26日（水）に、一般競争入札参加資

格確認通知書を交付した全ての者に電子メールにて

送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　ＦＡＸ　044－200－3972

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は契約金額の単価で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に
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相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成31年１月10日（木）

　　　　　　　　　午前10時30分

　　イ 　入札場所　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　総務企画局危機管理室

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ。

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第439号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市総合教育センター他計７施設で

使用する電力の供給に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市総合教育センター他計７施設

　⑶ 　履行期間　 平成31年４月１日から平成32年３月31

日まで

　⑷ 　概　　要　 上記期間内における単価納入契約の締結

　　　　　　　　 調達見込数量　約652,500キロワット時

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定により、小売電気事業を営もうとする者と

して経済産業大臣の登録を受けていること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

物品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入できるとともに、アフ

ターサービスを本市の求めに応じて、速やかに提供

できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。

３ 　競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　１Ｆ　総務室

　　　電話　044－844－3600

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月17日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土曜日、日

曜日を除く。）
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　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出した者に、無

償で入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間に縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　平成30年12月20日（木）午後１時～５時

　　　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資

格業者名簿に登録した際にメールアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信します。

６ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　平成30年12月21日（金）から平成31年１月７日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土曜日、日

曜日、祝日及び年末年始（12月29日～１月３日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　　 　質問書を送付した際は、併せて３⑴まで電話連絡

してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年１月16日

（水）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札とします。

　　　 　入札金額は予定使用電力量に対する総価（消費

税及び地方消費税を含まない）で行います。ただ

し、契約は単価によるものとします。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　平成31年１月24日（木）　午前10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑶ 　入札保証金　　免除

　⑷ 　開札の日時　　８⑵アに同じ

　⑸ 　開札の場所　　８⑵イに同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　契約金額の10％

　　　　　　　　　 ただし、川崎市契約規則第33条各号

に該当する場合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第440号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立岡上小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立岡上小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　　 　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
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７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。　

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　10時00分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第441号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
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り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立久末小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立久末小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　　 　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには
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回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　10時30分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第442号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立宮崎小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立宮崎小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール
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又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　11時00分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金
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額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第443号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立菅小学校給食調理等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立菅小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等
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の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール

又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　11時30分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。
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　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第444号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立土橋小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立土橋小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間
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　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール

又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　13時00分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。
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　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第445号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立東大島小学校給食調理

等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立東大島小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま
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た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。　

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　13時30分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
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市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第446号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立宮内小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立宮内小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先
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　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール

又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　14時00分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第447号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立小田小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立小田小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
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ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール

又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。　

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　14時30分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引
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き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第448号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　平成31 ～ 33年度川崎市立住吉小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立住吉小学校

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成34年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

洗浄保管、使用設備・備品の清掃及び点検等の一連

の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。

　　ア 　平成30年11月末日現在、本市の小学校、特別支

援学校又は自校調理場方式による中学校の給食調

理業務を受託しており、平成30年11月末日現在に

おいて不履行のないこと。

　　イ 　平成27、28、29年度のいずれにおいても自校調

理場方式による公立小学校、公立中学校又は公立

特別支援学校の給食調理業務を受託した実績があ

って不履行がなく、かつ、平成30年度の受託実績

が３校以上あって平成30年11月末日現在において

不履行のないこと。

　⑺ 　神奈川県又は東京都内の小学校、特別支援学校又

は中学校の営業担当部署において、平成28年４月１

日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立

機関から営業停止等の処分を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　〔学校給食〕：桧垣・坂本・小林担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月18日

（火）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、平成30年

12月21日（金）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法につい

ては次のとおりとします。

　⑴ 　平成31・32年度「業務委託有資格業者名簿」に電
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子メールアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上メール又はＦＡＸしてください。ま

た、メール及びＦＡＸ後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　 　平成30年12月21日（金）～平成31年１月７日（月）

　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶ 　回答予定日

　　 　平成31年１月11日（金）午後５時までに電子メール

又はＦＡＸにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い複数年（契約の全期間　３年間））の金額を記

載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　平成31年１月24日（木）　15時00分

　　イ 　場　所　　川崎市川崎区富士見２丁目１番３号

　　　　　　　　　川崎市教育文化会館　３階

　　　　　　　　　第６・第７会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。



川 崎 市 公 報 （第1,760号）平成30年(2018年)12月10日

－3321－

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する３年間の長期継続契約で

す。本市は翌年度以降における所要の予算の該当金

額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第449号

　　　入　札　公　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 川崎港海底トンネルで使用する電力の供給に関す

る契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎港海底トンネル（川崎市川崎区千鳥町６－５）

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量　約　1,308,611キロワット時

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載されていること。

なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部契

約課に所定の様式により、資格審査申請を平成30年

12月21日までに行ってください。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされているものであること。なお、

Ａランク又はＢランクに格付けのない者は環境局地

球環境推進室に所定の様式により、評価の申請を平

成30年12月21日までに行ってください。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課

　　　電　話　044－287－6027

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月21日

（金）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、平成30年12月10日

（月）から平成30年12月21日（金）までの土曜日、日

曜日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵ 　交付日時
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　　 　平成30年12月28日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

６ 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴ 　受付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　提出方法

　　　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶ 　受付期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成31年１月９日

（水）までの土曜日、日曜日、休日及び平成30年12

月29日（土）から平成31年１月３日（木）までを除

く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　質問に対する回答は、平成31年１月16日（水）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、平成31年１月16日（水）

から同年１月18日（金）までの午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで縦覧に供しま

す。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参　　加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札日時

　　　　　平成31年１月31日（木）午前10時30分

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東扇島38番地１

　　　　　川崎市港湾振興会館　業務棟３階会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　平成31年１月30日（水）必着

　　（イ）入札書の提出先

　　　　　３⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　否

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11　Summary

　⑴ 　 Nature and quality of the products to be 

purchased :

　　　 Electricity about 1,308,611kWh to use at 

Kawasaki Port Submarine Tunnel

　⑵ 　time-limit for tender:

　　　10:30 A.M. January, 31, 2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　January, 30, 2019

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Port Administration Section

　　　Port of Kawasaki Administration Center

　　　Port & Harbor Bureau

　　　 4F, Marien,38-1, Higashi-Ohgishima, 
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Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0869, JAPAN

　　　Tel　044－287－6027

　　　Fax　044－287－6038

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第450号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　携帯型ＩＰ無線機賃貸借

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市幸区堀川町580番地

　　ソリッドスクエア西館　10階

　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年11月26日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　田中電気株式会社　神奈川営業所

　　　所長　阿部　幸雄

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　バレール三井ビルディング215Ａ

５ 　契約金額（税抜き総額）

　　1,023,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成30年10月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第451号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立小杉小学校教育用コンピュー

タ機器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市立小杉小学校

　　　　　　　　（川崎市中原区小杉町２丁目295番地１）

　⑶ 　履行期間　平成31年３月１日から平成36年２月29日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成29・30年度川崎市「製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リー

ス」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付けさ

れていること。

　　 　なお、平成29・30年度川崎市「製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿」に登載のない者（入札参

加業種に登載のない者を含む。）は財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成

30年12月14日（金）までに行ってください。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月21日

（金）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き｣http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成31年１月７日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）
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　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、平成31年１月11日

（金）までに、参加全者あてに、ＦＡＸまたは電子

メールアドレスにて送付します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成29・30

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに平成30年12月27日（木）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、平成30年12月27日（木）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

６ 　カタログの提出について

　 　導入予定機種等のカタログを平成31年１月17日

（木）午後５時までに３⑴の場所に提出してください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、「川崎市競争入札参加者

心得」第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　平成31年１月21日（月）午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　平成31年１月18日（金）

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10　契約手続等

　 　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　　 ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。
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　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

12　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Lease computers installed in Kosugi 

elementary school in Kawasaki city 

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　9:30 A.M 21 January 2019

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　18 January 2019

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

　　　 6-9-3, Mizonokuchi, Takatsu-ku Kawasaki, 

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第452号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　津波避難施設標識等の作成及び設置業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市の指定する津波避難施設７施設

　⑶ 　完了期限

　　　平成31年３月29日（金）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社を有していること。（所在区分が

「市内」であること）

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去２年間で地方公共団体において類似の契約実

績があること。

３ 　競争参加資格申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　危機管理計画担当

　　　電　話　044－200－2850（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月17日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時00

分から午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、仕様書の

配布及び入札説明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　平成30年12月19日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書及び仕様書の交付

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３

⑵の期間で縦覧に供します。また、インターネット

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://keiyaku.city.kawasaki.jp）。 な

お、インターネットから入手できない者には、申し

出により無償で入札説明書を交付します。川崎市業

務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールの

アドレスを登録している場合は、確認書と一括して

自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　 　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間
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　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月20日

（木）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年12月25日（火）全社に文書（電子メール）

にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります　ＦＡＸ　044－200－3972

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は契約金額の総額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の８％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年12月27日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　総務企画局危機管理室　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）」の「契約関係規定」で閲

覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情

報（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）」において、本件の公表情報詳細のページか

らダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第453号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　　福　田　　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　福祉パルかわさき移転等業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区日進町１－11

　　　　　　　　川崎ルフロン８階

　　　　　　　　川崎市川崎区富士見１－６－３

　　　　　　　　読売川崎富士見ビルＢ－１棟６階

　⑶ 　履行期間　契約締結日から平成31年３月29日まで

　⑷ 　業務内容

　　 　「福祉パルかわさき」移転に伴う什器備品等移設

作業、内装作業、電気及び弱電設備等の施工作業、

原状回復作業

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
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ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業

種「その他業務」種目「その他」に登録されている

こと。

　⑶ 　平成29年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地

域区分「市内」又は「準市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去２年間で、本市又は他官公庁において、類似

の契約を締結していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり一般競

争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する

書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を提出

してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電　話　044－200－2626（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　e-mail　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月14日

（金）まで

　　 　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

では除く）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録

した際に電子メールのアドレスを登録している場合は

電子メールで配信します。

　⑴ 　場　所　３⑴に同じ

　⑵ 　日　時　平成30年12月17日（月）

　　　　　　　 午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時までは除く）

　⑶ 　その他　 競争参加資格があると認めた者には、入

札説明書を無料交付します。

　　　　　　　なお、入札説明会は実施しません。

５ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年12月17日（月）午前９時から平成30年12

月20日（木）午後５時までとします

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　40keasui@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年12月21日（金）午後５時までに、競争参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はＦＡＸにて回答書を送付します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　平成30年12月27日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市幸区堀川町580番　ソリッドスクエア東

館３階　健康福祉局会議室

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する

入札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　入札その他の手続きに関して使用する言語は日本

語とし、使用する単位は計量法に定めるもの、通貨

単位は円、時刻は日本標準時を使用します。

　⑵ 　　入札参加確認書類の作成及び提案書の作成・提

出等の入札その他の手続きに必要な費用は、すべて

入札参加者の負担とします。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第454号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成30年度緊急地震速報等館内放送設備連動改修

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第三庁舎ほか59箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から平成31年３月22日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設等において、デジタル方式の同報

系防災行政無線戸別受信機を設置し、館内放送設備

とデジタル戸別受信機を接続することで、施設利用

者や職員へ緊急地震速報を初めとする防災情報の迅

速な提供を可能とします。また、既存の緊急地震速

報装置が設置されている施設においては、不要とな

る当該装置の撤去を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成29・30年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、無線設備や放送設備の移設・設置業務に関

する類似の契約を締結し、これらをすべて誠実に履

行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）及び

調査報告書の閲覧を希望する場合は調査報告書閲覧申

請書を持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成30年12月10日（月）から12月13日（木）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成30年12月

14日（金）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、平日の正午から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

調査報告書閲覧申請書及び質問書の様式が添付され

ている入札説明書は、「３⑴配布・提出場所及び問

い合わせ先」の場所において、「３⑵配布・提出期

間」の期間で縦覧に供するとともに、希望者には印

刷物を配布します。また、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報

詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　平成30年12月18日（火）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　図書閲覧

　 　この入札の参加資格を満たしている者で、調査報告

書閲覧申請書を提出している者には、次により調査報

告書閲覧の日時について通知します。なお、閲覧時に

は一切の質問に回答しません。質問はすべて「７　仕
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様に関する問い合わせ」によります。

　⑴ 　通知日時

　　　平成30年12月18日（火）

　⑵ 　通知方法

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書に記入した連絡

先に電子メール又はＦＡＸにて通知します。

７ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　平成30年12月10日（月）から12月20日（木）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び平成30年12月

21日（金）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後

１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵　送　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「７⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　平成30年12月25日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の８％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　平成30年12月27日（木）午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎

市役所第３庁舎７階　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

調査報告書閲覧申請書、質問書の様式が添付されて

いる入札説明書は、川崎市のホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の公表情報

詳細のページからダウンロードできます。
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川崎市公告（調達）第455号

　次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを

実施します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札物件（証明写真撮影機設置場所一時貸付物件）

　 　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低

貸付料）等は、次の表のとおりです。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　次の⑴から⑾に該当する方は、入札に参加できませ

ん。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑷ 　国税又は川崎市市税の未納がある者

　⑸ 　「平成30年度一般競争入札による市有財産（証明

写真撮影機設置場所）一時貸付けの案内書」に定め

る条件及び法令等を遵守し、「借受人が一時貸付物

件（入札物件）に証明写真撮影機を設置し、貸付期

間中継続して営業・運営する事業」（以下「証明写

真撮影機設置運営事業」という。）を行う資力、能

力等を有しない者

　⑹ 　平成28年度及び平成29年度において、証明写真撮

影機設置運営事業の実績を２件以上有しない者

　⑺ 　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する

法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号

に掲げる処分を受けている団体

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項に違反している事

実がある者及び警察当局から排除要請がある者

　⑽ 　上記⑺から⑼に掲げるものから委託を受けた者並

びに上記⑺から⑼に掲げる者の関係団体

　⑾ 　下記５の一般競争入札参加申込みに必要な書類を

提出しない者

３ 　契約上の主な条件

　⑴ 　貸付契約の内容

　　 　本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく

貸付け（賃貸借契約）です。

　⑵ 　貸付期間

　　 　貸付期間は、平成31年２月１日から平成36年１月

31日までです。

　⑶ 　一時貸付物件の用途指定

　　 　一時貸付物件は、証明写真撮影機設置運営事業の

用途に供さなければなりません。　

　⑷ 　禁止事項　

　　ア 　上記⑶に規定する用途以外の用途で使用するこ

とはできません。

　　イ 　一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作

物を設置することはできません

　　　 （施設管理者が、電気の供給のために工作物の設

置の必要があると認める場合を除く。）。

　　ウ 　一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類

似する行為をすることはできません。

　　エ 　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定することはできません。

　　オ 　川崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する

暴力団、同条第５号に規定する暴力団経営支配法

人等、その他の反社会的団体及びそれら構成員が

その活動のために利用するなど、公序良俗に反す

る用に供することはできません。

　⑸ 　資料の提出等

　　ア 　川崎市が、債権の保全上必要があると認めると

き、又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑

いがある場合等において確認の必要があると認め

るとき、川崎市は借受人に対してその参考となる

べき資料の提出又は報告を求めることができるも

のとします。この場合、借受人は必ず川崎市に協

力しなければなりません。　

　　イ 　借受人は、設置した証明写真撮影機について、

月ごとの売上高等の実績を川崎市に提出しなけれ

ばなりません。川崎市は、当該売上高等の実績に

ついて、市有財産の有効活用を推進するため必要

とするときは、借受人の承諾なしに公開できるも

のとします。

　⑹ 　違約金

物件番号 所在地貸付場所 施設管理者の問い合わせ先 貸付面積［㎡］ 最低貸付料［円／月］

１
川崎市麻生区万福寺１－５－１

麻生区役所２階

麻生区役所まちづくり推進部

総務課044－965－5110
0.75 25,000
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　　 　上記⑶から⑸の条件に違反した場合には、契約金

額（貸付料総額）の100分の30に相当する額を違約

金として川崎市に支払わなければなりません。

　⑺ 　一時貸付物件の引渡し等

　　 　一時貸付物件は現況有姿の状態で引き渡しますの

で、借受人は原状に回復して返還しなければなりま

せん。

４ 　入札案内書（入札参加申込書を含む）の配布

　 　本件入札に参加を希望する者には、電子メールまた

は次により入札案内書（入札参加申込書等）を配布し

ます。

　⑴ 　配布場所

　　ア 　電子データでの配布

　　　 　ＰＤＦデータを配布します。返信先アドレスを

明記の上、下記メールアドレスにメールを送付く

ださい。また、メール送付後、麻生区役所総務課

（044－965－5110）宛て送付確認の連絡をお願い

します。配布データは用紙サイズＡ４で印刷し、

入札参加申込書等については片面印刷としてくだ

さい。

　　　　麻生区役所まちづくり推進部総務課　

　　　　73soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　印刷物での配布

　　　 　麻生区役所まちづくり推進部総務課

　　　　（麻生区役所３階）

　　　　〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　　　　電話044－965－5110

　⑵ 　配布期間

　　 　平成30年12月10日（月）から平成30年12月20日

（木）まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　 　午前９時から午後５時（正午から午後１時を除く。）

５ 　一般競争入札参加申込みに必要な書類

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　ウ 　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　エ 　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の

証明書）

　　オ 　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び

「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明

用）

　　カ 　川崎市市税の納税証明書（川崎市内に事務所又

は事業所を有している場合のみ）

　　（ア ）法人市民税

　　　　 　申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２事業年度分の納税証明書をそれぞれ

１部ずつ提出すること（未納がないこと。）。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成28年度及び平成29年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　キ　財務諸表（写し・直前決算２事業年度分）

　　　 　損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算

書を提出すること。

　⑵ 　申込者が個人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　ウ 　印鑑登録証明書

　　エ 　国税の納税証明書　（その３の２「申告所得

税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額の

ない証明用）を提出すること。

　　オ 　川崎市市税の納税証明書（川崎市内に住所等を

有する方のみ）

　　（ア ）市民税・県民税

　　　　 　平成28年度及び平成29年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　平成28年度及び平成29年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ

と。）。

　　カ　身分証明書

　　　 　破産者でないことの証明書（本籍地の市区町村

長発行）を提出すること。

　　キ　登記されていないことの証明書

　　　 　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出すること。

　　　　問い合わせ先　東京法務局後見登録課

　　　　電話03－5213－1360

　　　　横浜地方法務局戸籍課　電話045－641－7976

　　ク　確定申告の際の提出書類一式

　　　　（写し・直前決算２年間分）

６ 　入札参加申込書等の提出　

　 　本件入札に参加を希望する者は、上記５に記載され

た書類を次により提出しなければなりません。　

　⑴ 　提出場所　 麻生区役所まちづくり推進部総務課

（麻生区役所３階）

　　　　　　　　〒215－8570

　　　　　　　　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　⑵ 　提出期間　 平成30年12月14日（金）から平成30年

12月20日（木）まで午前９時から午後

４時（正午から午後１時を除く。）　

　⑶ 　提出方法　 ⑴の提出場所に直接書類を持参又は郵
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送してください。なお、郵送による場

合は、平成30年12月20日（木）必着と

します。事前に電話連絡の上、配達日

等の指定のある郵便又はサービスを御

利用ください。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、上

記２の各号のいずれかに該当したときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札保証金

　　　要　詳細は入札案内書に記載してあります。

　⑵ 　入札の方法

　　 　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付

料（消費税相当額を除いた額）を記入してください。

入札書の提出は持参によるものとします。　

　　ア 　入札書の提出日時　 平成31年１月10日（木）

　　　　　　　　　　　　　午前10時

　　イ 　入札書の提出場所　 麻生区役所　４階　第４会

議室　川崎市麻生区万福寺

１－５－１

　⑶ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記⑵イに同じ

　⑸ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について、最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し

た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その

者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を

実施します。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約条項

　　　入札案内書に記載してあります。

　⑵ 　契約書等作成の要否

　　　要

　⑶ 　契約保証金

　　　契約金額の10分の１以上（円未満切上げ）とします。

　⑷ 　契約の締結期限

　　　平成31年１月28日（月）

　⑸ 　契約の締結

　　 　本件契約を締結しない場合、落札は無効となります。

　⑹ 　貸付料の支払い

　　　入札案内書に記載してあります

10　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合等があります。

　⑵ 　詳細は入札案内書によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第456号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　ＣＭＳに係る機器等の賃貸借及び保守に関する契約

２ 　履行期間

　　平成31年３月31日から平成36年３月30日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

４ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年10月９日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通リース株式会社　横浜支店

　　支店長　谷頭　洋一

　　神奈川県横浜市西区高島町一丁目１番２号

　　横浜三井ビルディング

６ 　契約金額

　　55,844,640円

７ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

８ 　入札の公告を行った日

　　平成30年８月27日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第457号

　二ヶ領せせらぎ館運営等業務委託及び大師河原水防セ

ンター運営等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施

について、次のとおり公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　目的

　 　「二ヶ領せせらぎ館」（平成11年３月開設）及び「大

師河原水防センター」（平成20年１月開設）は、「多摩

川エコミュージアムプラン」の運営拠点及び情報発信
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センターであり、国が推進する「多摩川流域リバーミ

ュージアム」の情報発信の拠点です。

　 　また、市民・企業・学校・行政の協働によりその魅

力を最大限に活用し、多くの市民が楽しく憩える環境

を目指す「川崎市新多摩川プラン」を推進する拠点と

しています。

　 　これらの計画を推進するため、「二ヶ領せせらぎ館」

及び「大師河原水防センター」に係る受付・案内業務、

多摩川の魅力発信に係る広報業務、環境学習推進業務

等を委託します。

　 　この要領は、高い業務意識に加えて、多摩川に関す

る必要な能力を保有し、豊富な経験を活かせる地域に

根付いた非営利の事業者（公共的団体）を公募型プロ

ポーザル方式により選定することを目的とします。

２ 　業務の概要

　⑴ 　件名

　　ア 　二ヶ領せせらぎ館運営等業務委託

　　イ 　大師河原水防センター運営等業務委託

　　※ 　企画提案、契約は、上記ア、イの委託業務案件

ごとに実施し、締結します。

　⑵ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　ア 　二ヶ領せせらぎ館運営等業務委託の履行場所

　　　 　川崎市多摩区宿河原１丁目５番１号

　　　　二ヶ領せせらぎ館地内

　　イ 　大師河原水防センター運営等業務委託の履行場所

　　　　川崎市川崎区大師河原１丁目１番15号

　　　　大師河原水防センター地内

　⑷ 　主な業務内容

　　ア 　二ヶ領せせらぎ館運営等業務委託の主な業務内容

　　（ア）施設等の維持及び安全管理業務

　　　　 　施設の施錠、片付け、館内清掃及び軽易な空

調清掃、水槽の清掃と飼育、消防用設備機器

（消火器具等）等の点検、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の貸出及び簡易な点検、軽微な修繕

等

　　（イ）受付及び案内業務

　　　　 　来館者への対応、多摩川に関する説明及び利

用案内等

　　（ウ）会議室利用調整業務

　　　　 　施設利用者への案内、会議室の申込受付及び

調整等

　　（エ ）多摩川に関するパネル、クラフト等の企画展

示業務

　　　　 　１階展示スペースを利用した企画展示（参

考：１か月ごと）、その他のスペースを利用し

た多摩川に関する情報展示、水槽での生きもの

展示

　　（オ）多摩川の魅力発信等の広報業務

　　　　 　ホームページの作成と更新、広報誌等による

多摩川に関する情報発信

　　（カ ）多摩川を生かした市民等への環境学習推進業

務

　　　　　教育機関、市民団体等の環境学習への対応

　　（キ ）多摩川流域団体等とのネットワーク推進業務

　　　　 　かわさき水辺の楽校の活動支援と協力、国土

交通省京浜河川事務所、多摩川流域関係団体と

の事業連携と協力

　　イ 　大師河原水防センター運営等業務委託の主な業

務内容

　　（ア）施設等の維持及び安全管理業務

　　　　 　施設の施錠、片付け、館内清掃及び軽易な空

調清掃、水槽の清掃と飼育、消防用設備機器

（消火器具等）の点検及び総合点検、自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）の貸出及び簡易な点検、

軽微な修繕等

　　（イ）受付及び案内業務

　　　　 　来館者への対応、多摩川に関する説明及び利

用案内等

　　（ウ ）多摩川に関するパネル、クラフト等の展示業

務

　　　　 　１階河川情報室を利用した多摩川に関する情

報展示、クラフト作成コーナーの設置及び展

示、水槽での生きもの展示

　　（エ ）多摩川の魅力発信等の広報業務

　　　　 　ホームページの作成と更新、広報誌等による

多摩川に関する情報発信

　　（オ ）多摩川を生かした市民等への環境学習推進業

務

　　　　　教育機関、市民団体等の環境学習への対応

　　（カ ）防災意識の啓発及び大師河原河川防災ステー

ションの訓練利用調整業務

　　　　 　水防を中心とした防災意識の啓発、行政機関

等の訓練利用に係る近隣住民や来館者への案内

及び注意喚起等

　　（キ）多摩川流域団体等とのネットワーク推進業務

　　　　 　だいし水辺の楽校の活動支援と協力、国土交

通省京浜河川事務所、多摩川流域関係団体との

事業連携と協力

　⑸ 　事業委託料（参考）

　　 　事業委託料は、それぞれ次の金額を上限としま

す。なお、本件の予算金額及び契約金額の決定の効

果は、平成31年第１回川崎市議会定例会における、

本調達に係る予算の議決を要します。

　　ア 　二ヶ領せせらぎ館運営等業務委託
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　　　　4,560,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

　　イ 　大師河原水防センター運営等業務委託

　　　　4,352,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

３ 　参加資格

　 　参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなけれ

ばなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと

　⑶ 　書類審査の日までに川崎市業務委託有資格者名簿

の業種「その他」、種目「イベント」に登録されて

いること

　⑷ 　川崎市内に登記上の主たる事務所を有し、非営利

の公益活動を行うために設立された特定非営利活動

法人等の公共的団体であること

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者であること

　⑹ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者であること

４ 　参加意向申出書等の配布・提出場所及び問い合わせ先

　　川崎市建設緑政局緑政部多摩川施策推進課

　　担当　前原、大村

　　〒210―0007　川崎市川崎区駅前本町12番１号

　　川崎駅前タワーリバーク20階

　　電　話　044―200―2268（直通）

　　ＦＡＸ　044―200―3979

　　電子メール53tamasu@city.kawasaki.jp

５ 　実施手順（概要）

　 　公募後の受託候補者選定までの実施手順（概要）は

次表のとおりです。

内　容 期　間　等

参加意向申出書等提出期間 受付期間　： 平成30年12月10日

（月）～平成30年

12月25日（火）の

午前９時～午後５

時（閉庁日及び正

午～午後１時を除

く。）

郵送の場合： 平成30年12月25日

（火）必着

参加資格審査結果通知発送 平成31年１月10日（木）

質問の受付及び回答 受付期間： 平 成31年 １ 月10日

（木）～平成31年１

月18日（金）午後５

時まで

回答日：　 平 成31年 １ 月23日

（水）予定

※質問の受付は、電子メールの

みとし、質問に対する回答は、

全ての参加事業者に対し電子メ

ールで送付します。

企画提案書等提出期限 平成31年１月30日（水）の午前

９時～午後５時

（閉庁日及び正午～午後１時を

除く）

郵送の場合：平成31年１月30日

（水）必着

書類審査 平成31年１月30日（水）～

平成31年２月４日（月）

※ヒアリング審査を行う事業者

を選定し、審査結果を速やかに

通知します。なお、企画提案書

提出者が５者以内であった場

合、書類審査とヒアリング審査

を同日に行います。

ヒアリング審査 平成31年２月８日（金）を予定

受託候補者選定結果の通知 平成31年２月下旬を予定

６ 　プロポーザル実施要領及び仕様書等の公表

　⑴ 　公表方法

　　 　プロポーザル実施要領及び仕様書の公表について

は、建設緑政局緑政部多摩川施策推進課の所管する

ホームページ及び「入札情報かわさき」へ掲載しま

す。なお、プロポーザル参加意向申出書（様式１）

及び質問書（様式２）の様式についても併せて掲載

します。

　⑵ 　公表開始日

　　 　平成30年12月10日（月）

７ 　参加意向申出書等の提出

　 　本プロポーザルに参加を希望する事業者は、「３参

加資格」を確認のうえ、次の書類を提出期限までに、

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限

る。）により各１部を提出してください。

　⑴ 　提出期間

　　 　受付期間：平成30年12月10日（月）から平成30年
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12月25日（火）まで

　　　（郵送の場合は平成30年12月25日（火）までに必着）

　　　受付時間：午前９時から午後５時まで

　　　（閉庁日及び正午～午後１時を除く。）

　⑵ 　配布・提出場所

　　　４に同じ

　⑶ 　提出書類

　　ア 　プロポーザル参加意向申出書（様式１）

　　イ 　法人登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書

の写し（発行日から３か月以内のもの）

　⑷ 　その他

　　 　参加意向申出書等の提出を受け、参加資格を確認

した後、参加資格確認結果通知書を送付します。な

お、参加資格を有する場合には、企画提案書等の様

式を平成31年１月10日（木）に、原則として電子メ

ールにより送付します。

８ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　受付方法

　　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した案件につ

いて、質問書（様式２）に質問内容を記載し、「４

参加意向申出書等の配布・提出場所及び問い合わせ

先」の電子メールアドレス宛てに電子メールで送付

してください。

　⑵ 　配布・受付場所

　　　４に同じ

　⑶ 　受付期間

　　 　平成31年１月10日（木）から平成31年１月18日

（金）午後５時まで

　⑷ 　回答方法

　　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した案件に対

する質問の回答は、平成31年１月23日（水）までに、

全ての参加事業者に対して電子メールにて回答しま

す。

９ 　企画提案書等の提出

　 　次の期日までに、必要書類を持参又は郵送（書留郵

便等の配達記録が残る場合に限る。）により提出して

ください。

　⑴ 　提出期限

　　　提出期限：平成31年１月30日（水）

　　　　　　　　（郵送の場合は必着）

　　　受付時間：午前９時から午後５時まで

　　　　　　　　（閉庁日及び正午～午後１時を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　４に同じ

　⑶ 　提出書類

　　 　 参加資格を有する場合には、平成31年１月10日

（木）に企画提案書等の様式を原則として電子メ

ールで送付します。

　　ア 　企画提案申請書（様式３）

　　イ 　団体概要書（様式４）

　　ウ 　業務計画書（様式５）

　　エ 　提案業務年間計画書（様式６）

　　オ 　見積書（様式７）

　　カ　法人の定款、役員名簿（任意帳票）

　　キ　団体の活動がわかる実績報告書（任意帳票）

　⑷ 　留意点

　　ア 　提出書類は、正本１部と副本８部をそれぞれ製

本し、提出してください。

　　イ 　用紙はＡ４判横書きとし、左上１か所でとじて

ください。また、表紙を除き20ページ以内で作成

し、ページ番号を記載の上、片面印刷で提出して

ください。

　　ウ 　提出された提案書類は返却しません。

　　エ 　提出後、提案書類の差し替え及び追加はできま

せん。

　　オ 　提案書類は、あくまでも業務を委託する者を選

定するための資料であり、企画提案書の内容の全

てが契約に反映されるとは限りません。

　　カ 　提案書類の提出後、本市が必要と判断した場合

は、追加資料の提出を求めることがあります。

10　審査方法

　⑴ 　書類審査

　　 　提出された企画提案書等に対し書類審査を実施

し、書類審査通過者を選定します。書類審査の結果

は、審査終了後、速やかに提案のあった全ての事業

者に通知します。また、書類審査通過者に対して、

ヒアリング審査の日程等を併せて通知します。ただ

し、応募した事業者が５者以内であった場合は、書

類審査及びヒアリング審査を同時に実施します。そ

の場合には、書類審査の前に提案のあった全ての事

業者に、審査の日程等を通知します。

　⑵ 　ヒアリング審査

　　 　評価委員会において、提案内容を説明（プレゼン

テーション）していただき、その後質疑を行って、

契約を締結する受託候補者を選定します。

　　ア 　日時（予定）

　　　　平成31年２月８日（金）

　　　※ 　時間は調整の上、個別に連絡します。

　　イ 　会場（予定）

　　　　川崎駅前タワーリバーク17階

　　　　建設緑政局会議室

　　ウ 　提案時間

　　　 　事前に提出いただいた企画提案書等に基づい

て、15分程度で提案を行っていただきます。その

後、15分程度で質疑応答を行っていただきます。

　　エ 　出席者
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　　　 　ヒアリング審査への出席者は各参加事業者につ

き３名以内とし、説明はいずれかの者が行うこと

とします。

　⑶ 　受託候補者選定結果通知（予定）

　　　平成31年２月下旬

11　プロポーザル参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、プロポーザ

ル参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「３参加資格」の各号のいずれかの条件

を欠いたとき

　⑵ 　プロポーザル参加意向申出書及び提出書類等に虚

偽の記載をしたとき

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき

12　その他留意事項

　⑴ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　⑵ 　提出書類及び契約手続において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　市指定の契約書により、必要とします。

　⑷ 　契約保証金

　　 　業務受託に係る契約保証金については、川崎市契

約規則（昭和39年４月１日規則第28号）第33条第５

号の適用により納付を免除します。

13　業務に関する参考資料

　　次のＵＲＬを参照してください。

　⑴ 　川崎市新多摩川プラン

　　 （ http://www.city.kawasaki.jp/530/

page/0000020806.html）

　⑵ 　多摩川流域リバーミュージアム

　　 （ http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/

keihin00469.html）

　⑶ 　多摩川エコミュージアムプラン

　　 （ http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/29-5-16-2-1-0-0-0-0-0.html）

　⑷ 　二ヶ領せせらぎ館

　　 （ http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/29-5-16-2-1-0-0-0-0-0.html）

　⑸ 　大師河原水防センター

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/29-5-16-2-2-0-0-0-0-0.html）

　⑹ 　みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年版）

　　（ http://www.soumu.go.jp/main_

content/000439213.pdf）

　⑺ 　水辺の楽校

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/29-5-16-2-3-0-0-0-0-0.html）

　　（ http://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_

press/press/200301_06/030205/030205_ref5.

html）

　⑻ 　多摩川流域懇談会

　　（ http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/

keihin00123.html）

税 公 告

川崎市税公告第242号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第243号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第244号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市税公告第245号

　平成30年11月13日付け川崎市税公告第240号を次のと

おり訂正します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第246号

　次の市税に係る納税通知書（課税額変更（取消）通知

書）を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、

居所、事務所及び事業所が不明のため送達することがで

きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条

の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）

第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限

件数・

備考

平成

30年度

市民税・県民税

（普通徴収）

第４期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第247号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第248号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第249号

　配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

【誤】

年　　度 税　　目 期　　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計43件

平成30年度

（平成29年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計２件

平成30年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計１件

【正】

年　　度 税　　目 期　　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計46件

平成30年度

（平成29年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計２件

平成30年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分以降

平成30年11月30日

10月随時分
計１件

（別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第250号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第24号

　法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する

規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成30年11月29日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　法令の規定により管理上設置する職の任免

　　　等に関する規程の一部を改正する規程

　法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する

規程（昭和47年川崎市水道局規程第９号）の一部を次の

ように改正する。

　 　第４条の見出し中「任免等」を「任免後」に改め、

同条第１項を次のように改める。

　 　所管課長は、職員を法令職に任免したときは、その

旨を本人に通知するものとする。

　第６条中「及び労務課長」を削る。

　第７条（見出しを含む。）中「監督官庁」を「監督官

庁等」に、「報告等」を「報告」に改める。

　第８条を削り、第９条を第８条とする。

　別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第２条関係）

法令職 根拠法令等

防火管理者

廃棄物処理施設技術管理者

危険物保安監督者

電気主任技術者

酸素欠乏危険作業主任者

特定化学物質作業主任者

高圧ガス運送指導員

特別管理産業廃棄物

管理責任者

エネルギー管理員

有機溶剤作業主任者

消防法（昭和23年法律第186号）

第８条

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和45年法律第137号）

第21条

消防法第13条

電気事業法（昭和39年法律第

170号）第43条

酸素欠乏症等防止規則（昭和47

年労働省令第42号）第11条

特定化学物質障害予防規則（昭

和47年労働省令第39号）第27条

神奈川県高圧ガス防災協議会運

送基準第２条及び第９条

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第12条の２

エネルギーの使用の合理化等に

関する法律（昭和54年法律第49

号）第12条

有機溶剤中毒予防規則（昭和47

年労働省令第36号）第19条

別表第２（第２条関係）

法令職 根拠法令等

危険物取扱者

電気工事士

クレーン運転者

移動式クレーン運転者

フォークリフト運転者

玉掛技能者

ガス溶接技能者

アーク溶接技能者

酸素欠乏危険作業者

研削といし取替・取替時

試運転者

高圧ガス運送員

振動工具取扱者

刈払機取扱作業者

ゴンドラ操作者

消防設備士

特定毒物研究者

電気取扱等業務従事者

消防法第13条

電気工事士法（昭和35年法律第

139号）第３条

クレーン等安全規則（昭和47年

労働省令第34号）第21条及び第

22条

クレーン等安全規則第67条及び

第68条

労働安全衛生規則（昭和47年労

働省令第32号）第36条及び第41

条

クレーン等安全規則第221条及

び第222条

労働安全衛生規則第41条

労働安全衛生規則第36条

酸素欠乏症等防止規則第12条

労働安全衛生規則第36条

神奈川県高圧ガス防災協議会運

送基準第２条及び第８条

チェーンソー以外の振動工具の

取扱い業務に係る振動障害予防

対策指針（基発0710第２号）

刈払機取扱作業者に対する安全

衛生教育について（基発第66号）

労働安全衛生規則第36条

消防法第17条の３の３

毒物及び劇物取締法（昭和25年

法律第303号）第３条の２

労働安全衛生規則第36条

様式を削る。

　　　附　則

　この規程は、平成30年12月１日から施行する。

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局規程第25号

　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定

める。

　　平成30年11月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び

　　　勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正

　　　する規程

　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規程（昭和38年川崎市水道局規程第17号）

の一部を次のように改正する。

　第４条第１項中「100分の90」を「100分の95」に、「100

分の42.5」を「100分の47.5」に改める。

　第４条の４第１項第１号中「100分の103.5」を「100

分の108.5」に、「100分の180」を「100分の190」に改め、

同項第２号中「100分の96」を「100分の101」に、「100

分の103.5」を「100分の108.5」に改め、同項第３号及

び第４号中「100分の88.5」を「100分の93.5」に改める。

　第４条の５第１項各号中「100分の42.5」を「100分の

47.5」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成30年12月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第26号

　川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法

等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。

　　平成30年11月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及

　　　び支給方法等に関する規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法

等に関する規程（昭和32年川崎市水道部規程第５号）の

一部を次のように改正する。

　第17条中「4,200円」を「4,400円」に改め、「場合の」

の次に「宿直勤務又は」を加え、「2,100円」を「2,200円」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１ 　この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市

上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関

する規程（以下「改正後の給料等支給規程」という。）

の規定は、平成30年４月１日から適用する。

　（手当の内払）

２ 　職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料

等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づい

て、平成30年４月１日以後の分として支給を受けた宿

日直手当は、改正後の給料等支給規程の規定による宿

日直手当の内払とみなす。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第58号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　平成30年11月21日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1641号

　　氏名又は名称　株式会社アクアプラス

　　住　　　　所　静岡市駿河区宮竹１丁目10番１号

　　　　　　　　　大石ギルビビル３Ｆ東号室

　　代表者氏名　勝間田　大右

　　指定年月日　平成30年11月21日

２ 　指 定 番 号　第1642号

　　氏名又は名称　株式会社パンドーラ

　　住　　　　所　 東京都町田市成瀬６丁目12番33号－

21号室

　　代表者氏名　河内　晃一郎

　　指定年月日　平成30年11月21日

３ 　指 定 番 号　第1643号

　　氏名又は名称　結工業株式会社

　　住　　　　所　 横浜市保土ケ谷区川島町1572番地１

メゾンジュネスⅠ－101号

　　代表者氏名　福田　寛美

　　指定年月日　平成30年11月21日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第59号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　平成30年11月21日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定番号　第141号
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　　氏名又は名称　株式会社富士設備

　　住　　　　所　川崎市中原区下小田中５丁目14番１号

　　代表者氏名　（新）大川　裕一郎

　　　　　　　　　（旧）大川　静太

　　変更年月日　平成30年10月31日

２ 　指 定 番 号　第238号

　　氏名又は名称　熱研プラント工業株式会社

　　住　　　　所　川崎市宮前区宮前平３丁目２番地13

　　代表者氏名　（新）東軒　秀和

　　　　　　　　　（旧）東軒　嘉臣

　　変更年月日　平成27年６月30日

３ 　指 定 番 号　第823号

　　氏名又は名称　株式会社研空社

　　住　　　　所　川崎市多摩区宿河原１丁目20番11号

　　代表者氏名　（新）小田　茂幸

　　　　　　　　　（旧）及川　修

　　変更年月日　平成30年11月１日

４ 　指 定 番 号　第1474号

　　氏名又は名称　有限会社岩野設備

　　住　　　　所　（新）横浜市泉区和泉町1445番地

　　　　　　　　　（旧）横浜市南区六ツ川２丁目111番

　　代表者氏名　岩野　勉

　　変更年月日　平成30年９月３日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第60号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　平成30年11月21日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　指 定 番 号　第229号

　　氏名又は名称　株式会社協和日成

　　住　　　　所　東京都世田谷区鎌田２丁目10番１号

　　代表者氏名　北村　眞隆

　　廃止年月日　平成30年11月13日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第61号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成30年11月26日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　平成30年12月１日から

　　平成35年10月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1071

　　商号又は名称　株式会社三恊

　　営業所所在地　横浜市西区平沼２丁目７番23号

　　代表者氏名　石井　康雄

　　指 定 番 号　1072

　　商号又は名称　槻舘設備

　　営業所所在地　 相模原市南区相武台１丁目15－９

RARA相武台　103号室

　　代表者氏名　　槻舘　雄太

　　指 定 番 号　1073

　　商号又は名称　株式会社上栄工業

　　営業所所在地　川崎市川崎区渡田４－５－７

　　代表者氏名　上村　榮生

　　指 定 番 号　1074

　　商号又は名称　株式会社小野塚設備

　　営業所所在地　川崎市宮前区馬絹５丁目１番24号

　　代表者氏名　小野塚　諭

　　指 定 番 号　1075

　　商号又は名称　さくま住設工業

　　営業所所在地　横浜市都筑区早渕１丁目11番28号

　　代表者氏名　佐久間　優行

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第94号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　工業用水道浄水施設更新構想業務委託

履行場所 多摩区三田５丁目１番１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から平成32年２月28日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」及び「鋼構造及びコンクリート部門」の全てに登載されていること。

⑷ 　平成20年４月１日以降に国又は地方公共団体等が発注した、国内の水道事業又は工業用水道事

業における水量100,000㎥／日以上の浄水場の浄水処理を含む更新若しくは新設に係る計画又は設

計業務の元請履行完了実績を有すること。

⑸ 　業務責任者及び照査技術者について、次の要件を全て満たすこと。

　 　なお、業務責任者と照査技術者の兼任はできません。また、業務責任者及び照査技術者は、受

注者との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

　ア 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）又は上下水道部門技

術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を配置できること。

　イ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を

配置できること。

　ウ 　業務責任者又は照査技術者のいずれか１名は、上記　⑷ 　の業務に携わった経験を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度南部下水管内管きょ清掃委託その３

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能で

あること。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者及び酸素欠

乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

　　なお、双方は兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委

託契約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　浮島橋及び入江橋　上水・工水　水管橋健全度調査委託

履行場所 自：川崎区殿町３丁目26番地先　至：川崎区浮島町１番地先　ほか１件

履行期限 契約の日から平成31年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維

持管理」に登載されている者。

⑷ 　平成25年４月１日以降に鋼製配水管及び配水管付帯設備に係る調査業務の元請履行完了実績を

有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月13日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委

託契約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第95号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月20日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小田５丁目300mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区小田３－25－６先

至：川崎区小田５－１－12先　ほか３件

履行期限 契約の日から260日間
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されている者。

⑺ 　平成29・30年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イの「災害時に

おける本市との協力体制」に登録があること。

　 　ただし、現在未登録でこの入札に参加を希望する者は、主観評価項目変更登録申請を入札参加

申込締切日の前日までに行ってください。

　 　なお、開札日の前日までに主観評価項目変更登録が完了していない場合は、事後審査で入札参

加資格が無いものとして入札が無効となります。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案

件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しま

せん。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場　工水菅さく井群水位計更新工事

履行場所 川崎市多摩区菅３－７－16ほか５箇所

履行期限 契約の日から200日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

⑽ 　川崎市発注の上下水道施設における監視制御設備に付随する電気計装設備の設置工事又は更新

工事（修繕を含む。）の完工実績（元請に限る。）を平成15年４月１日以降に有すること。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成30年12月12日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生・等々力下水圧送管その15工事

履行場所 川崎市宮前区土橋１丁目、宮前平１丁目地内

履行期限 契約の日から370日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の

請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成30年12月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



川 崎 市 公 報 （第1,760号）平成30年(2018年)12月10日

－3345－

川崎市上下水道局公告第96号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月27日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度宮前区取付管調査委託

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」に登載されていること。

⑷ 　平成25年度以降に契約した既設管実態調査委託の元請履行完了実績をＴＥＣＲＩＳ等により確

認できること。ただし、当該実績を有しない場合には管径250 ～ 700mmの下水道本管内を調査可能

な機器を自社で所有し、「下水道管路管理総合技士」、「下水道管路管理主任技士」、「下水道管路管

理専門技士（調査）」のいずれかの資格を有する者を配置できること。

⑸ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を

配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度北部下水管内管きょ清掃委託その３

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期限 契約の日から平成31年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能で

あること。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者及び酸素欠

乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。

　 　なお、双方は兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097



（第1,760号）平成30年(2018年)12月10日 川 崎 市 公 報

－3346－

入札日時等 平成30年12月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委

託契約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島ポンプ場ほか耐震化対策実施設計委託その１

履行場所 川崎市川崎区浜町４－17－11ほか

履行期限 契約の日から平成31年７月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されている者。

⑷ 　平成15年４月１日以降に国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下

水道施設（ポンプ場又は処理場）に係る耐震補強実施設計業務の元請けとしての契約実績を有す

ること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウの兼務はできません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月20日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平成30年度　汚泥圧送管空気弁等点検業務委託

履行場所 川崎市幸区、川崎区地内ほか

履行期限 契約の日から平成31年３月15日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者。

⑷ 　平成29・30年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維

持管理」に登載されていること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 平成30年12月18日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第97号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月27日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水２号送水管1300㎜人孔Ｔ字管補強に伴う溶接蓋製作及び現場接合工事

履行場所 自：高津区久本３－１－28先　至：高津区末長３－５－３先

履行期限 契約の日から175日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「その他の鋼構造物」

で登録されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　鋼構造物工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「鋼構造物」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 平成31年１月９日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水２号送水管1300mm人孔Ｔ字管補強工事

履行場所
自：高津区久本３－１－28先

至：高津区末長３－５－３先

履行期限 契約の日から190日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑸ 　平成29・30年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」

で登録されている者。

⑹ 　平成29・30年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案

件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しま

せん。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 平成31年１月７日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第20号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　上下水道料金等業務システム再構築業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第２庁舎２階

　　　川崎市上下水道局サービス推進部営業課他

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から

　　　平成34年（西暦2022年）３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市上下水道局（以下、当局）では、現行シス

テムの稼動後、上水道業務と下水道業務の統合（上

下水道局への移行）による業務プロセスの変化や、

検針・調定・収納業務等を外部委託化することで、

当局職員の担う業務を少数のイレギュラーケースへ

の対応や委託事業者の管理へとシフトしてきたこと

により、現行システムの導入時から、上下水道料

金の業務プロセス自体が大きく変化する結果となっ
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た。そのため、現状業務においては、現行システム

のシステム構成や機能面の制約に起因する非効率な

業務運用を行っている箇所が多く、業務プロセスの

複雑化や非効率な業務運用による業務量増加が生じ

ている。

　　 　そうした状況を踏まえ、平成29年度から２か年に

よる調査検討（システム構成・機能に係る課題、

個々の業務プロセスに係る課題等）について取り組

むとともに、その課題解消に向けて平成31年度から

平成33年度の３か年において、関連システムも含め

た現行システムの再構築業務を実施するものである。

　　　 ※詳細は、別表１「上下水道料金等業務システム

再構築業務　要件定義書」によります。

　⑸ 　その他

　　 　本案件は、川崎市上下水道局サービス推進部営業

課業務委託総合評価一般競争入札実施要綱に基づ

き、総合評価落札方式を採用した総合評価一般競争

入札により行います。

　　 　また、本案件は紙入札方式です。競争入札参加希

望者は、４⑴の場所にて、４⑵の期間に競争入札参

加申込みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この総合評価一般競争入札に参加を希望する者は、

次の条件を全て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」、種目「システム・ソフト開

発」に登載されていること。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、川崎市財政局資産管理部契約課で所定の様

式により、平成30年12月25日までに競争入札参加資

格審査申請の手続を行ってください。

　⑷ 　この公告の日から過去５年以内に、地方公共団体

が発注した水道料金システムの開発業務の元請履行

完了実績を有し、かつ公告の日において当該システ

ムが稼動していること。

　⑸ 　この公告の日から過去５年以内に、地方公共団体

が発注した水道料金システムの運用業務を元請とし

て継続して１年以上履行した実績を有すること。

　⑹ 　次の全ての要件を満たす者を配置すること。

　　ア 　現場責任者は、上記⑷及び⑸の全ての業務を現

場責任者として実施した経験を有する者

　　イ 　スタッフとして少なくとも１名は、上記⑷及び

⑸のいずれかの業務を実施した経験を有する者

　⑺ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定す

るプライバシーマーク及び国際規格ＩＳＯ27001を

取得していること。

　⑻ 　国際規格ＩＳＯ9001又はＩＳＯ20000を取得して

いること。

　　 ※　２⑷から２⑻に関しましては、12⑵を必ずお読

みください。

３ 　入札の日程

平成30年12月10日 入札公告

入札説明書等の配布開始

競争入札参加申込書受付開始

平成30年12月25日 競争入札参加申込書提出締切

平成30年12月26日 見積用設計図書の配布開始

質問書受付開始

平成31年１月９日 質問書提出締切

平成31年１月16日 質問回答日

入札書及び総合評価落札方式評価項

目算定資料受付開始

平成31年１月29日 入札書及び総合評価落札方式評価項

目算定資料提出締切

平成31年２月12日～

平成31年３月１日

プレゼンテーション及び

デモンストレーションの実施

ヒアリングの実施

（必要がある場合のみ実施します。）

平成31年３月５日

午後５時

開札

平成31年３月11日以降 落札候補者決定

落札者決定後に結果公表

４ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」の中にあります。）。

　※　「入札情報かわさき」のアドレス

　　　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成30年12月10日～平成30年12月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

５ 　競争入札参加申込み方法・期間

　 　競争入札参加申込書を、４⑴の場所にて、４⑵の期

間に提出してください。
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　 　競争入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表

（上下水道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。インタ

ーネットからの取得ができない場合には、４⑴の場所

にて、４⑵の期間に配布します。

　 　また、競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

６ 　見積用設計図書類の配布

　 　本件の設計図書類は、競争入札参加申込書を提出し

た者に限り、４⑴の場所で、受付印がある競争入札参

加申込書と引き換えに、電子媒体により無償で配布し

ます。

　 　また、競争入札参加申込受付時に、見積用設計図書

類の配布日時を、競争入札参加申込者ごとに、次の期

間中で指定します。

　　期間　平成30年12月26日～平成31年１月９日

　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

７ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。ただし、入札手続及び総合評価

落札方式における評価項目の評価基準に関する質問

は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、４⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、４⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）。

　　　 　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　期間　平成30年12月26日～平成31年１月９日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　

　　　　平成31年１月16日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成31年１月16日の午前９時から正

午までの間に４⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、平成31年１月16日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年１月16日の午前９時から正午まで

の間に４⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

落札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参

加資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格

がなく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　本業務委託に関する金額のほか、総合評価落札方

式評価項目算定資料の内容を実現するために必要な

費用を含め、一切の諸経費を含めた入札金額を見積

もるものとしてください。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。
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　　ア 　持参による入札の場合

　　　　10⑵ア（イ）のとおりとしてください。

　　イ 　郵便の送付による入札の場合

　　　 　郵便の送付による入札を行う場合は、封筒に所

定の入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件

名及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　 　また、当該送付を行った場合は速やかに、４⑴

の場所にお電話ください。

　　　（ア）入札書の提出期限　平成31年１月29日必着

　　　（イ）入札書の提出場所　４⑴に同じ。

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　ア 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出方法

　　　 　総合評価落札方式評価項目算定資料は、取得し

た見積用設計図書類の内容を参照し作成した上、

４⑴の場所へ、平成31年１月29日までに提出して

ください。

　　　 　なお、提出方法は、郵送又は持参によるものと

します。

　　　（ア）郵送の場合

　　　　　 　書留郵便で期日までに到着するよう送付し

てください。

　　　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定

資料在中」と大きく書いてください。

　　　（イ）持参する場合

　　　　　 　持参により提出する場合は、事前に４⑴に

掲げる連絡先へ電話し、受付日時の指定を受

けた上で、入札書と併せて提出してください。

　　　　　　また、事前に連絡がないものは認めません。

　　　　　　期間　平成31年１月16日～平成31年１月29日

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　イ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の様式

　　　 　別表２「総合評価落札方式評価項目算定資料」

のとおりとします。

　　　 　総合評価落札方式評価項目算定資料の様式は、

要領にしたがって作成すること。

　　　 　なお、提出された総合評価落札方式評価項目算

定資料は返却いたしません。

　　　※ 　総合評価落札方式評価項目算定資料について

は、書類の提出に不備がある場合、実績等の確

認ができないため評価しない、又は無効となる

場合がありますので御注意ください。

　　ウ 　総合評価落札方式評価項目算定資料作成時の留

意事項

　　（ア ）要求要件

　　　　ａ 　見積用設計図書類の「上下水道料金等業務

システム再構築業務要件定義書」を前提にし

て、各評価項目に対する提案を行ってくださ

い。実績については、元請として継続して１

年以上履行した実績を記載してください。た

だし、共同企業体により履行した実績につい

ては、代表者であったものに限ります。

　　　　ｂ 　記述のなかに入札者名の明示、あるいは推

測できるような表現を使用しないでください。

　　（イ）記述方法

　　　　 　別表２「総合評価落札方式評価項目算定資

料」のとおりとします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

11　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　技術評価点の算出（評価項目の評価区分及び配点

など）

　　 　別表３「総合評価落札方式評価項目配点表　落札

者決定基準」のとおりとします。

　⑵ 　審査方法

　　　審査の経緯は、原則として非公開とします。

　　 　また、本件は審査に当たり、川崎市上下水道局サ

ービス推進部営業課業務委託総合評価審査委員会に

おいて審議を行います。

　⑶ 　総合評価落札方式評価項目算定資料に対するプレ

ゼンテーション等

　　 　全ての入札参加者に対し、提出された総合評価落

札方式評価項目算定資料の内容について、プレゼン

テーション及びデモンストレーションを実施しま

す。また、必要がある場合はヒアリングを実施しま

す。

　　ア 　プレゼンテーション及びデモンストレーション

（全ての入札参加者が対象）

　　（ア）実施日

　　　　 　平成31年２月12日から平成31年３月１日の期

間

　　　　 　なお、時間及び場所については、平成31年２

月８日の午後１時から午後５時までの間に、上

下水道局サービス推進部営業課から電話連絡し

ます。

　　（イ）所要時間

　　　　・プレゼンテーション　90分（質疑等含む）。

　　　　・デモンストレーション　120分（質疑等含む）。

　　（ウ）参加人数

　　　　・プレゼンテーション

　　　　　１入札参加者につき７名までとします。

　　　　・デモンストレーション

　　　　　１入札参加者につき７名までとします。

　　イ 　ヒアリング（必要がある場合のみ）

　　　 　ヒアリング対象者には、平成31年２月８日の午
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後１時から午後５時までの間に、上下水道局サー

ビス推進部営業課から電話連絡します。

　　ウ 　禁止事項

　　（ア）新たな資料の提出

　　（イ ）総合評価落札方式評価項目算定資料に記述し

た事項の訂正又は追加

　　（ウ ）正当な理由がない欠席又は遅刻。この場合は、

その時点で辞退とみなします。

　　（エ）入札参加者名がわかるようなものの着用

　　（オ）入札参加者名がわかるような発言

　　（カ ）やむをえない場合を除き、途中退出は認めま

せん。

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年３月５日　午後５時

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　※開札の立会いは必要ありません。

　⑸ 　価格評価点の算出

　　 　別表３「総合評価落札方式評価項目配点表　落札

者決定基準」のとおりとします。

　⑹ 　総合評価点の算出

　　 　別表３「総合評価落札方式評価項目配点表　落札

者決定基準」のとおりとします。

12　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で有効な入札を

行った者のうち、11⑹によって求められた総合評価

点の最も高い者を落札候補者とします。

　　 　当該落札候補者について２に示した資格を満たし

ているかどうかの最終的な資格審査をした上、落札

者として決定します。

　　 　資格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと

認めたときは、当該入札を無効とし、順次、総合評

価点の高い入札者について同様の審査を実施し、落

札者を決定します。

　　 　なお、総合評価点の最も高い者が複数ある場合に

は、くじにより落札候補者を決定します。

　　 　また、当該落札候補者の入札価格が著しく低価格

の場合には、調査を行うことがあります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は入札参加条件確認（申請）書の提出

が必要となります。平成31年３月11日以降に、財政

局資産管理部契約課委託契約係から落札候補者へ電

話連絡します。

　　 　落札候補者につきましては、「入札参加条件確認

（申請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」の中から取得してください。）及

び２⑷から２⑻までの条件を満たす事項を確認する

ことができる書類を担当課（上下水道局サービス推

進部営業課　川崎市役所第二庁舎２階電話：044－

200－3537）に持参し、確認を受けてください。

　　※ 　提出書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　９に示した一般競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

　　イ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出がな

い場合及び不備がある場合は、これを無効としま

す。

　⑷ 　評価結果の公表等

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について、川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」にて公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に書面に

より照会することができます。

13　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供（振替債を除く。）又は金融機関若

しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競

争入札参加者心得等は４⑴の場所において閲覧でき

ます。

14 　技術評価点を得た評価項目の内容が達成されなかっ

たときの対応

　 　入札参加者が提出した総合評価落札方式評価項目算

定資料に虚偽の記載等明らかに悪質な行為があったと

認められる場合には、川崎市競争入札参加資格者指名
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停止等要綱の規定に基づき指名停止等の適切な措置を

講じます。

15　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　照井

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　競争入札参加申込書又は総合評価落札方式評価項

目算定資料に関する書類が未提出の場合及び不完全

な場合は、本総合評価に参加することができません。

　⑸ 　提出締切後の書類の差替え、変更、再提出及び追

加は認めません。

　⑹ 　提出された書類は、本総合評価の選定以外の目的

では無断で使用しません。

　　 　なお、提出された書類は返却しません。

　⑺ 　上下水道料金等業務システム再構築業務　要件定

義書は、発注者の了解なく、他の目的に使用するこ

とはできません。

　⑻ 　一般競争入札参加資格があると認められた者は、

入札及び総合評価落札方式評価項目算定資料提出締

切日まで、書面による申出により随時本総合評価の

参加を辞退することができます。

　⑼ 　本総合評価に参加することに伴い必要となる費用

は、すべて競争入札参加者の負担とします。

　⑽ 　平成31年４月１日から業務履行開始とし、契約締

結後から業務履行開始までの間に引継ぎを行います

が、それに要する費用は受託者の負担とします。

　⑾ 　総合評価落札方式評価項目算定資料に記述した事

項が、不可抗力により達成されない場合を除き、受

託者の責めにより履行されなかった場合は、契約の

目的を達成することができないと認め、契約を解除

する場合があります。

　⑿ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

16　Summary

　⑴ 　 Consignment of reconstruction of 

administration system for waterworks and 

sewerage projects

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　a Direct delivery 

　　　5:00P.M. 29 January 2019 

　　　b By mail 29 January 2019 

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department 

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL:044-200-2097

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第21号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年12月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　平成31年度　長沢浄水場　脱水土処理（粒状改良土）

業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、川崎市上下水道局が管理する長沢

浄水場から排出する浄水汚泥の処理を行うものです。

　　　※詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は３⑵の期間中に３⑴の場所にて競争入札参加申込

みを行ってください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」、種目「産

業廃棄物処分業」に登載されていること。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、平成30年12月25日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けているこ

と。

　⑸ 　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第
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３条に規定する大型自動車が通行できる行程で長沢

浄水場からの行程距離が30キロメートル以内にある

こと。

　⑹ 　平成15年４月１日以降に、国又は地方公共団体等

が発注した脱水土処理業務委託（有効利用粒状改良

土）において、元請として年間1,000トン以上の履

行完了実績を有すること。

　⑺ 　脱水土を１日300トン以上かつ１か月3,000トン以

上受け入れることが可能であること。

　　※ 　２⑷から２⑺に関しましては、10⑵を必ずお読

みください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※「入札情報かわさき」のアドレス

　　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　平成30年12月10日～平成30年12月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込み方法・期間

　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所にて、３⑵の期

間に提出してください。

　 　競争入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表

（上下水道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。インタ

ーネットからの取得ができない場合には、３⑴の場所

にて、３⑵の期間に配布します。

　 　また、競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は電子ファイルのダウンロードに

よる取得となります。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」の「入札公表（上下水道局）」の「入札

公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図書類」

をダウンロードしてください。インターネットから取

得できない場合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配

布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）により、３⑴の場所へ、次の

期間に提出してください。（どちらか一方の場合

は、質問は受付いたしません。）

　　　　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　　　　期間　平成30年12月26日～平成31年１月９日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　平成31年１月16日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。取得方法は、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲げる

「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、平成31年１月16日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の
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委任先メールアドレスに、平成31年１月16日に確認通

知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、平成31年１月16日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の提出及び入札方法

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出日時　平成31年１月29日

　　　　　午後２時30分

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　平成31年１月28日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成31年１月29日　午後２時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参

加の意思がないものとみなします。）

　⑷ 　入札保証金

　　 　免除とします。

10　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者につきましては、「入札参加条件確認

（申請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」の中から取得してください。）、２

⑷から２⑺の条件を満たす事項を確認することがで

きる書類を担当課（長沢浄水場　住所：川崎市多摩

区三田５－１－１　電話：044－911－2022）に持参

し、確認を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加条

件の確認ができないため無効となる場合があります

ので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。
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　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　照井

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、平成31年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Heisei 31;

　　　 Dehydration of soil (into improved granular 

soil) for Nagasawa Water Purification Plant

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　2:30P.M. 29 January 2019

　　ｂ　By mail

　　　　28 January 2019

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI  CITY  OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, 

Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第11号

　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成30年11月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

　　　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉

　　　手当の支給に関する規程の一部を改正する

　　　規程

　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規程（昭和38年交通局規程第14号）の一部を次

のように改正する。

　第４条の３第１項第１号中「100分の103.5」を「100

分の108.5」に、「100分の180」を「100分の190」に改め、

同項第２号中「100分の96」を「100分の101」に、「100

分の103.5」を「100分の108.5」に改め、同項第３号及

び第４号中「100分の88.5」を「100分の93.5」に改める。

　第４条の４第１項各号中「100分の42.5」を「100分の

47.5」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成30年12月１日から施行する。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第68号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　バス停留所施設清掃及び撮影業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が所管するバス停留所施設

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から平成31年３月15日まで

　⑷ 　業務概要

　　　バス停留所施設の清掃及び撮影業務

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。
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　⑵ 　平成29・30年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「建物清掃等」、地域区分「市内」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　平成30年11月26日から平成30年12月３日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を平成30年12月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　施設担当　石渡

　　電話　044－200－3224

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年12月13日　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第69号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ドライブレコーダー購入

　⑵ 　履行場所

　　　仕様書のとおり

　⑶ 　履行期限

　　　平成31年２月28日まで

　⑷ 　購入物品の特質等
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　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成29・30年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク

「Ａ」又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

　⑸ 　本調達物品と同等の物品を、元請として、平成28

年４月１日以降に日本国内乗合バス又は貸切バス事

業者に対して、１事業者当たり一括して25両分以上

納入した実績を有し、現在も使用されていること。

　⑹ 　本調達品の納入後、修理、点検等のアフターサー

ビスを当局の求めに応じて、迅速かつ的確に対応で

きること。

　⑺ 　納入予定の物品について、当局の承認を得ている

こと。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の書

類を提出しなければなりません

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　納入実績調書及び２⑸の実績を証明する書類の

写し

　　ウ 　保守サービス体制申告書

　　エ 　納入予定物品の日本語表記のカタログ、資料等

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書、納入実績調

書及び保守サービス体制申告書の様式は、市バス

ホームページ内「入札情報」からダウンロードし

てください。

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　森

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　平成30年11月26日から平成30年12月３日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑶の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成30年12月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部安全・サービス課　亀山

　　電話　044－200－3208

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　平成30年12月13日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要
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10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第８号

　川崎市病院局企業職員給与支給規程等の一部を改正す

る規程を次のように制定する。

　　平成30年11月30日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

　　　川崎市病院局企業職員給与支給規程等の一 

　　　部を改正する規程

（川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部改正）

第 １条　川崎市病院局企業職員給与支給規程（平成17年

川崎市病院局規程第24号）の一部を次のように改正す

る。

　 　第29条第３項中「額は」の次に「、その勤務１回

につき」を加え、同項第１号中「その勤務１回につ

き6,000円」を「6,100円」に、「その勤務１回につき

3,000円」を「3,050円」に改め、同項第２号中「その

勤務１回につき4,200円」を「4,400円」に、「その勤

務１回につき2,100円」を「2,200円」に改める。

　 （川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規

程の一部改正）

第 ２条　川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支

給規程（平成17年川崎市病院局規程第33号）の一部を

次のように改正する。

　 　第４条の３第１項第１号中「100分の103.5」を「100

分の108.5」に、「100分の180」を「100分の190」に改

め、同項第２号中「100分の96」を「100分の101」に、

「100分の103.5」を「100分の108.5」に改め、同項第

３号及び第４号中「100分の88.5」を「100分の93.5」

に改める。

　 　第４条の４第１項各号中「100分の42.5」を「100分

の47.5」に改める。

第 ３条　川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支

給規程の一部を次のように改正する。

　 　第３条第１項中「、６月に支給する場合においては

100分の122.5（法第28条の４第１項、第28条の５第１

項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用された職員（以下「再任用職員」という。）にあ

っては、100分の65）、12月に支給する場合においては

100分の137.5（再任用職員にあっては、100分の80）」

を「100分の130（法第28条の４第１項、第28条の５第

１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「再任用職員」という。）に

あっては、100分の72.5）」に改める。

　 　第４条の３第１項第１号中「100分の108.5」を「100

分の106」に、「100分の190」を「100分の185」に改め、

同項第２号中「100分の101」を「100分の98.5」に、「100

分の108.5」を「100分の106」に改め、同項第３号及

び第４号中「100分の93.5」を「100分の91」に改める。

　 　第４条の４第１項各号中「100分の47.5」を「100分

の45」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）

１ 　この規程は、公表の日から施行する。ただし、第３

条の規定は、平成31年４月１日から施行する。

２ 　第１条の規定による改正後の川崎市病院局企業職員

給与支給規程の規定は、平成30年４月１日から適用す

る。

（給与の内払）

３ 　職員が、第１条の規定による改正前の川崎市病院局

企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成30年４

月１日以後の分として支給を受けた給与は、第１条の

規定による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規

程の規定による給与の内払とみなす。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第50号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成30年11月26日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
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程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成29・30年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア ）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する

資格及び能力を有すること。

　　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会

への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行

すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　　病院局会議室

　　　　 （川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸

ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する動脈圧心拍出量計の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年11月26日から平成30年12月３日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成30年12月10日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する密閉式自動固定包埋装置の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ 　（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年11月26日から平成30年12月３日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成30年12月10日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する患者認識用リストバンド及びループホックの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から平成31年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「コンピュータ」

種　目　「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 平成30年11月26日から平成30年12月12日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 平成30年12月26日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第16号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま

す。

　　平成30年12月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　調達の名称

　　川崎市立川崎病院で使用するガスの調達

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成30年11月26日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　東京瓦斯　株式会社　都市エネルギー事業部　

　　都市エネルギー事業部長　小西　康弘

　　東京都港区海岸一丁目５番20号

５ 　契約金額

　　196,434,480円（消費税及び地方消費税は別途加算。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　平成30年10月25日

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第30号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　平成30年11月19日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　渡　邊　直　美　　

１ 　日　時　　平成30年11月27日（火）14時00分から

２ 　場　所　　教育文化会館　第６会議室

３ 　議　事

　　　　議案第52号　　 通学区域の一部変更について

（野川小・南野川小学校区）

　　　　議案第53号　　 平成31年度使用高等学校教科用

図書（追加）の選定に係る諮問

について

　　　　議案第54号　　 学級編制基準等の改正について

４ 　その他報告等

監 査 公 表

 30川監公第11号

 平成30年12月10日

　　　監査の結果について（公表）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項及

び第７項の規定により監査を行いましたので、同条第９

項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表

します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　花　輪　孝　一　　

 同　　　　　　　山　田　益　男　　

１ 　監査の種別

　　定期（財務）監査

２ 　監査の対象

　　市民文化局、会計室、消防局

３ 　監査の範囲

　 　平成29年度及び30年度の財務に関する事務の執行

（必要に応じて他の年度も対象とした。）

４ 　監査の期間

　　平成30年９月３日から同年11月28日まで

５ 　監査の方法

　 　収入、支出、契約、財産管理に関する事務等が適正

かつ効率的に執行されているかについて、抽出により

関係書類の審査及び現地調査を行うとともに、関係職

員から説明を聴取した。

６ 　監査の結果

　 　監査の結果、おおむね適正に執行されているものと

認められたが、次のとおり改善措置を要する事項があ

った。

　　財務関係法令等に基づき手続を適正に行われたい。

　⑴ 　予算執行伺等の手続を適正に行うべきもの

　　 　川崎市予算及び決算規則（平成７年規則第10号）

第23条第１項によると、歳出予算を執行するとき

は、あらかじめ予算執行伺を作成し、決裁を受けな

ければならないとされている。また、同規則第25条

によると、支出負担行為として整理する時期が定め

られている。しかしながら、予算執行伺、契約等の

手続を行わないまま物品の納入等を履行させ、後

日、日付を遡って処理していた事例があった。

　　　予算執行伺等の手続を適正に行われたい。

　　 （市民文化局市民スポーツ室、市民文化振興室、会

計室出納課）

　⑵ 　その他改善を要するもの

　　 　軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要す



川 崎 市 公 報 （第1,760号）平成30年(2018年)12月10日

－3363－

る事例があった。

　　 　これらの多くは従来から繰り返し発生している事

例であり、財務関係法令等に基づき適正な事務手続

を行うとともに、再発防止に努められたい。

　　ア 　前渡金の事務処理を適正に行うべきもの

　　　 　預金により生じた利子を指定金融機関等に払い

込んでいなかった事例

　　　（消防局総務部人事課）

　　イ 　備品の管理を適正に行うべきもの

　　　（ア ）重要物品の増減について会計管理者に報告

していなかった事例

　　　　　（消防局川崎消防署、宮前消防署）

　　　（イ ）不用の決定又は処分の決定を行っていなか

った事例

　　　　　 （市民文化局市民生活部庶務課、市民文化振

興室、同岡本太郎美術館、消防局警防部警防

課、同指令課、臨港消防署、中原消防署、宮

前消防署）

　　　（ウ）所在が不明となっていた事例

　　　　　 （市民文化局市民生活部庶務課、同地域安全

推進課、人権・男女共同参画室、同平和館）

　　　（エ）備品整理簿に登載していなかった事例

　　　　　 （市民文化局オリンピック・パラリンピック

推進室）

　　　（オ）保管換えの手続を行っていなかった事例

　　　　　（市民文化局市民スポーツ室）

　　ウ 　消耗品の管理を適正に行うべきもの

　　　（ア ）印紙、切手その他消耗品について、物品交

付請求手続を行っていなかったこと等によ

り、消耗品出納簿と実際の数量が一致してい

なかった事例

　　　　　 （市民文化局市民スポーツ室、市民文化振興

室、消防局臨港消防署、高津消防署）

　　　（イ ）消耗品出納簿に登載しなければならない消

耗品について登載していなかった事例

　　　　　（消防局警防部航空隊）

　　エ 　会計職員の任命又は解任の手続を適正に行うべ

きもの

　　　（ア ）金銭出納員及び金銭取扱員を任命していな

かった事例

　　　　　（市民文化局市民生活部交流推進担当）

　　　（イ ）物品取扱員又は物品受入検査員の任命又は

解任の手続が完了していなかった事例

　　　　　 （市民文化局市民生活部企画課、同戸籍住民

サービス課）

　　　───────────────────

30川監公第12号

平成30年12月10日

　　　監査の結果について（公表）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項及

び第７項の規定により監査を行いましたので、同条第９

項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表

します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　花　輪　孝　一　　

 同　　　　　　　山　田　益　男　　

１ 　監査の種別

　　財政援助団体等監査

２ 　監査の対象

　⑴ 　財政援助団体

　　ア 　社会福祉法人青い鳥

　　　 　（所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計

画課、同障害者雇用・就労推進課）

　⑵ 　出資団体

　　ア 　公益財団法人川崎市公園緑地協会

　　 　（所管部局　建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　イ 　公益財団法人川崎市消防防災指導公社

　 　　（所管部局　消防局予防部予防課）

　　ウ 　公益財団法人川崎市学校給食会

　　 　（所管部局　教育委員会事務局健康給食推進室）

　　エ 　公益財団法人川崎市生涯学習財団

　　 　（ 所管部局　教育委員会事務局生涯学習部生涯

学習推進課）

　⑶ 　指定管理者

　　ア 　社会福祉法人電機神奈川福祉センター

　　　　公の施設の名称　川崎市わーくす大師

　　 　（ 所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計

画課）

　　イ 　社会福祉法人育桜福祉会

　　　　公の施設の名称　川崎市わーくす高津

　　　　　　　　　　　　川崎市北部身体障害者福祉会館

　 　　（ 所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計

画課、同障害福祉課）

　　ウ 　社会福祉法人同愛会

　　　　公の施設の名称　中央療育センター

　　　　　　　　　　　　北部地域療育センター

　　 　（所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　エ 　中部リハビリテーションセンター共同事業体

　　　 　公の施設の名称　川崎市中部リハビリテーショ

ンセンター（井田障害者センター、井田日中活動

センター、井田地域生活支援センター）

　　　（所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　オ 　麻生区内複合福祉施設共同事業体
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　　　 　公の施設の名称　川崎市北部リハビリテーショ

ンセンター（百合丘障害者センター、百合丘日中

活動センター、百合丘地域生活支援センター）

　　　（ 所管部局　健康福祉局障害保健福祉部障害計画

課）

　　　カ　一般社団法人富士見町開発公社

　　　　　公の施設の名称　川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　　　（所管部局　こども未来局青少年支援室）

　　　キ　川崎市子ども夢パーク共同運営事業体

　　　　　公の施設の名称　川崎市子ども夢パーク

　　 　　（所管部局　こども未来局青少年支援室）

　　　ク 　川崎フロンターレ・東急コミュニティー共同

事業体

　　　　　公の施設の名称　富士見公園

　　　 　（ 所管部局　建設緑政局緑政部みどりの企画

管理課）

　　　ケ　株式会社石勝エクステリア

　　　　　公の施設の名称　川崎市緑化センター

　　　　　　　　　　　　　大師公園

　　　 　（ 所管部局　建設緑政局緑政部みどりの企画

管理課、川崎区役所道路公園センター管理

課）

　　　コ　とどろきスポーツ文化パートナーズ

　　　　　公の施設の名称　川崎市とどろきアリーナ

　　　 　（ 所管部局　中原区役所まちづくり推進部地

域振興課）

　　　サ　ＳＥＬＦ高津スポーツセンター事業体

　　　　 　公の施設の名称　川崎市高津スポーツセンタ

ー

　　 　　（ 所管部局　高津区役所まちづくり推進部地

域振興課）

　　　シ　フクシ・ハリマ共同事業体

　　　　　公の施設の名称　川崎市宮前スポーツセンター

　　　 　（ 所管部局　宮前区役所まちづくり推進部地

域振興課）

３ 　監査の範囲

　　主として平成29年度執行に係る出納その他の事務

４ 　監査の期間

　　平成30年８月31日から同年11月28日まで

５ 　監査の方法

　 　財政援助団体は当該財政援助に係る出納その他の事

務、出資団体は当該出資に係る出納その他の事務、公

の施設の指定管理者は当該施設の指定管理に係る出納

その他の事務が、関係法令に則り、適正かつ正確に執

行されているか、また所管部局がこれらの団体に対し

て、効率的な運営などについて適切な指導監督等を行

っているかについて、抽出により関係書類の審査を行

うとともに、現地を調査し、関係者から説明を聴取し

た。

６ 　監査の結果

　 　監査の結果、おおむね適正に執行されているものと

認められたが、次のとおり改善措置を要する事項があ

った。これらの事項については、所管部局において対

象団体に対する適切な指導監督等を行われたい。

　⑴ 　財政援助団体及び所管部局について改善措置を要

する事項

　　ア 　軽易な事項で改善を要するもの

　　　（ア ）収支状況を明確にした報告を求めるべきもの

　　　　　 　事業報告書に添付された補助金精算書の収

支状況が不明確であった事例

　　 　　（社会福祉法人青い鳥）

　　 　　（ 健康福祉局障害保健福祉部障害者雇用・就

労推進課）

　⑵ 　出資団体及び所管部局について改善措置を要する

事項

　　ア 　財務諸表等を適正に作成すべきもの

　　　 　公益法人会計基準によると、財務諸表は、資産、

負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状

況に関する真実な内容を明瞭に表示するものでな

ければならないとされている。

　　　 　公益財団法人川崎市生涯学習財団の財務諸表及

びその関係書類をみたところ、収益事業の講座受

講料が振り込まれる預金口座の事業年度末残高が

貸借対照表及び財産目録に計上されていなかった。

　　　 　市は、出資団体に対し、公益法人会計基準に基

づき財務諸表等を適正に作成するよう指導された

い。

　　　（公益財団法人川崎市生涯学習財団）

　　　（教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課）

　　イ 　その他改善を要するもの

　　　 　軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要

する事例があった。

　　　（ア）備品の管理を適正に行うべきもの

　　　　　 　備品の一部が団体の出納簿に登載されてい

なかった事例

　　　 　（公益財団法人川崎市公園緑地協会）

　　　 　（建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　　（イ）固定資産の管理を適正に行うべきもの

　　　　　 　固定資産の除却手続が行われていなかった

事例

　　　 　（公益財団法人川崎市生涯学習財団）

　　　 　（教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課）

　　　（ウ）正確な資産の額を計上すべきもの

　　　　　 　財務諸表及び財産目録において、満期保有

目的の債券について償却原価法に基づく計算

が誤っていた事例
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　　　　（公益財団法人川崎市消防防災指導公社）

　　　　（消防局予防部予防課）

　　　（エ ）退職給付引当金を適正に計上すべきもの

　　　　　 　退職給付引当金について、事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づく計上が行

われていなかった事例

　　　　　（公益財団法人川崎市学校給食会）

　　　　　（教育委員会事務局健康給食推進室）

　⑶ 　公の施設の指定管理者及び所管部局について改善

措置を要する事項

　　ア 　適正な年度区分で支出事務を行うべきもの

　　　 　川崎市子ども夢パークの管理に関する基本協定

書によると、川崎市子ども夢パークの管理業務に

係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日

までとするとされている。

　　　 　共同事業体の代表者から構成員に配分した分担

金の執行状況をみたところ、翌年度に発注した物

品及び工事に係る費用が当年度の費用として計上

されていた。

　　　 　市は、指定管理者に対し、適正な年度区分で支

出事務を行うよう指導されたい。

　　　（川崎市子ども夢パーク共同運営事業体）

　　　（こども未来局青少年支援室）

　　イ 　施設管理を適切に行うべきもの

　　　 　川崎市八ヶ岳少年自然の家の管理に関する基本

協定書によると、指定管理者は、施設等について、

利用者が安全かつ快適に利用できるように、適切

に維持管理しなければならないとされている。

　　　 　川崎市八ヶ岳少年自然の家における施設管理に

ついてみたところ、次のような事例があった。

　　　 　市は、指定管理者と協議の上、破損・故障箇所

等への対応を図るとともに、指定管理者に対し、

施設管理を適切に行うよう指導されたい。

　　　（ア ）屋外トイレ内のブロック塀に建築基準法施

行令（昭和25年政令第338号）第62条の８第

５号に基づく控え壁が設けられていなかった

事例

　　　（イ ）テラス階段の手すり部分が腐食し、また、

基礎部分に穴が開いていた事例

　　　（ウ ）ベランダの手すりが老朽化し破損していた

事例

　　　（エ ）排煙設備が故障していた事例

　　　　　（一般社団法人富士見町開発公社）

　　　　　（こども未来局青少年支援室）

　　ウ 　事業年度における支出を適正に把握すべきもの

　　　 　社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令

第79号）によると、純資産のその他の積立金には、

社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計

算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として

積み立てた額を計上するものとされ、その他の積

立金積立額及びその他の積立金取崩額は、事業活

動計算書の繰越活動増減差額の部に記載するもの

とされている。

　　　 　中央療育センター及び北部地域療育センターの

収支報告書をみたところ、指定管理者は、事業活

動計算書の繰越活動増減差額の部に記載されてい

るその他の積立金積立額を収支報告書の支出の部

に計上し、市は、これを当該事業年度における支

出として把握していた。

　　　 　繰越活動増減差額の部に記載されている積立金

積立額を指定管理業務に要した費用であるかのよ

うに収支報告書に支出として記載することは妥当

ではない。市は、指定管理者と協議の上、事業年

度における支出を適正に記載した収支報告書を提

出するよう求められたい。

　　　（社会福祉法人同愛会）

　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　エ 　指定管理業務に係る収支状況を適正に把握すべ

きもの

　　　 　川崎市北部リハビリテーションセンターのう

ち、百合丘障害者センター及び百合丘日中活動セ

ンターの業務に係る事業計画書及び事業報告書を

みたところ、指定管理者は、市内他の施設におい

て市から受託して実施する事業に係る収入及び支

出を指定管理業務に係る収入及び支出に算入して

報告し、市は、これを指定管理業務に係る収入及

び支出として把握していた。

　　　 　市は、指定管理者に対し、指定管理業務に係る

収入及び支出が適正に計上された事業計画書及び

事業報告書を提出するよう求められたい。

　　　（麻生区内複合福祉施設共同事業体）

　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　オ 　正確な収支状況を報告すべきもの

　　　 　収支報告の内容を確認したところ、次の事例が

あった。市は、指定管理者に対し、適正な収支報

告書を提出するよう求めるとともに、収支報告の

確認を適切に行われたい。

　　　（ア）川崎市八ヶ岳少年自然の家の事例

　　　　　ａ 　収支報告書において、指定管理料で実施

した工事や、購入した器具・備品等につい

て、誤って減価償却費が計上されていた。

　　　　　ｂ 　収支報告書を指定管理者の総勘定元帳と

照合したところ、受取利息の記載に誤りが

あった。

　 　　　　（一般社団法人富士見町開発公社）

　　 　　　（こども未来局青少年支援室）
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　　　（イ）川崎市子ども夢パークの事例

　　　　　 　事業実施報告及び四半期報告における収支

状況を確認したところ、利用者の実費負担に

より実施している指定管理業務に係る収益及

び費用が計上されていなかった。

　　　　　（川崎市子ども夢パーク共同運営事業体）

　　　　　（こども未来局青少年支援室）

　　　（ウ）富士見公園の事例

　　　　　 　年度事業報告書における収支状況を確認し

たところ、収入と費用について、それぞれ計

算や集計が誤っていた。

　　　　　 （川崎フロンターレ・東急コミュニティー共

同事業体）

　　　　　（建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　　（エ）川崎市とどろきアリーナの事例

　　　　　ａ 　スポーツサウナ室改修工事の費用が報告

されていなかった。

　　　　　ｂ 　ガスの費用を12か月分で集計するとこ

ろ、11か月分で集計されていた。

　　　　　ｃ 　スポーツ用品販売収支の報告に当たり、

収入と費用を相殺して、差額収益のみ報告

されていた。

　　　　　ｄ 　消費税の端数処理などにより集計が誤っ

ていた。

　 　　　　（とどろきスポーツ文化パートナーズ）

　 　　　　（中原区役所まちづくり推進部地域振興課）

　　カ　その他改善を要するもの

　　　 　軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要

する事例があった。　

　　　（ア ）指定管理施設における備品管理等を適正に

行うべきもの

　　　　　ａ 　中央療育センターの事例

　　　　　　 　市の備品整理簿に登載されている備品が

廃棄により不存在であった。

　　 　　　（社会福祉法人同愛会）

　　 　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　　　　ｂ　川崎市八ヶ岳少年自然の家の事例

　　　　　　 　指定管理料で購入した本市帰属備品が市

の備品整理簿に登載されていなかった。

　　 　　　（一般社団法人富士見町開発公社）

　　 　　　（こども未来局青少年支援室）

　　　　　ｃ　川崎市子ども夢パークの事例

　　　　　（ａ ）市の備品整理簿に登載されている備品

が所在不明であった。

　　　　　（ｂ ）市の備品整理簿に登載されている備品

が廃棄により不存在であった。

　　　　　（ｃ ）指定管理料で購入した本市帰属備品が

市の備品整理簿に登載されていなかった。

　　 　　　　（川崎市子ども夢パーク共同運営事業体）

　　　 　　　（こども未来局青少年支援室）

　　　　ｄ　富士見公園の事例

　　　　　（ａ ）市の備品整理簿に登載されている備品

が所在不明であった。

　　　　　（ｂ ）市の備品整理簿に登載されている備品

が廃棄により不存在であった。

　　　　　（ｃ ）指定管理者に貸与した備品が年度協定

書で規定している貸与備品一覧に登載さ

れていなかった。

　　　 　　　 （ 川崎フロンターレ・東急コミュニティ

ー共同事業体）

　　　 　　　（建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　　　ｅ　川崎市緑化センターの事例

　　　　　（ａ）保管換えの手続が行われていなかった。

　　　　　（ｂ ）指定管理料で購入した本市帰属備品が

市の備品整理簿に登載されていなかった。

　　　　　（ｃ ）指定管理者に貸与した備品が年度協定

書で規定している貸与備品一覧に登載さ

れていなかった。

　　 　　　　（建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　　　ｆ　大師公園の事例

　　　　　 　指定管理料で購入した本市帰属備品が市の

備品整理簿に登載されていなかった。

　　　　　（川崎区役所道路公園センター管理課）

　　　　ｇ　川崎市とどろきアリーナの事例

　　　　　（ａ ）市の備品整理簿に登載されている備品

が廃棄により不存在であった。

　　　　　（ｂ ）指定管理料で購入した本市帰属備品が

市の備品整理簿に登載されていなかった。

　　　　　　（とどろきスポーツ文化パートナーズ）

　　　　　　（中原区役所まちづくり推進部地域振興課）

　　　　ｈ　川崎市宮前スポーツセンターの事例

　　　　　 　指定管理料で購入した本市帰属備品が市の

備品整理簿に登載されていなかった。

　　　　　（フクシ・ハリマ共同事業体）

　　　　　（宮前区役所まちづくり推進部地域振興課）

　　　（イ）寄附金等の取扱いを明確にすべきもの

　　　　ａ　川崎市わーくす高津の事例

　　　　　 　寄附金及び謝礼金の取扱いが不明確となっ

ていた。

　　　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　　　ｂ 　川崎市北部身体障害者福祉会館の事例

　　　　　 　寄附金及び寄贈物品の取扱いが不明確とな

っていた。

　　　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課）

　　　（ウ ）業務の位置付けを明確にすべきもの

　　　　　 　川崎市北部身体障害者福祉会館において、
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複写機及び公衆電話の管理業務が、協定書、

仕様書等に定められておらず、業務の位置付

けが不明確であった事例

　　　　　（社会福祉法人育桜福祉会）

　　　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課）

　　　（エ ）実費徴収費用に係る手続を適正に行うべき

もの

　　　　　 　川崎市北部リハビリテーションセンターの

うち、百合丘地域生活支援センターにおい

て、市への届出が必要となる実費徴収費用に

ついて届出が行われていなかった事例

　　　　　（麻生区内複合福祉施設共同事業体）

　　　　　（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課）

　　　（オ ）拾得物の管理を適正に行うべきもの

　　　　　 　川崎市子ども夢パークにおいて、拾得物が

長期間保管されたままになっているなど、適

正に管理されていなかった事例

　　　　　（川崎市子ども夢パーク共同運営事業体）

　　　　　（こども未来局青少年支援室）

　　　（カ ）指定管理者の指定をした旨の告示を行うべ

きもの

　　　　　 　富士見公園及び川崎市緑化センターにおい

て、指定管理者の指定をした旨の告示が行わ

れていなかった事例

　　　　　（建設緑政局緑政部みどりの企画管理課）

　　　（キ ）収益又は費用を適正に計上すべきもの

　　　　　ａ　川崎市高津スポーツセンターの事例

　　　　　 　事業報告書において、委託費の計上に誤り

があった。

　　　　　（ＳＥＬＦ高津スポーツセンター事業体）

　　　　　（高津区役所まちづくり推進部地域振興課）

　　　　　ｂ　川崎市宮前スポーツセンターの事例

　　　　　（ａ ）事業報告書において、通信運搬費及び

賃借料の記載に誤りがあった。

　　　　　（ｂ ）事業報告書において、自主事業に係る

収入の一部が自主事業の収入として報告

されていなかった。

　　　　　　　（フクシ・ハリマ共同事業体）

　　　　　　　（宮前区役所まちづくり推進部地域振興課）

参考資料

財政援助団体等監査の対象団体等の概要

１ 　財政援助団体

（補助金額は平成29年度）

　⑴ 　社会福祉法人青い鳥

　　　団体及び財政援助の概要

設立年月日 昭和41年９月21日

設立目的 　多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫

することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成される

よう、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができ

るよう支援すること。

財政援助の種類 補助金　３億9,006万円

主な補助金 川崎西部地域療育センター運営費補助金　３億4,316万円

川崎市障害者地域就労援助センター事業補助金　4,690万円

２ 　出資団体

（基本財産は平成30年３月31日現在）

　⑴ 　公益財団法人川崎市公園緑地協会

　　　団体の概要

設立年月日 昭和46年４月１日

設立目的 　緑の保全と緑豊かな街づくりの推進及び公園緑地の円滑な運営を通して市民に健全な

利用の促進を図り、潤いと安らぎのある街づくりを行うことによって、地域社会の健全

な発展に寄与することを目的とする。

基本財産 １億3,100万円

本市の出捐状況 １億3,100万円（100％）
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　⑵ 　公益財団法人川崎市消防防災指導公社

　　　団体の概要

設立年月日 平成４年12月１日

設立目的 　消防防災に関する普及啓発及び調査研究並びに防災関係者に対する指導育成を行うこ

とにより、火災その他の災害による生命及び財産の被害の軽減を図り、もって公共の福

祉の向上に寄与することを目的とする。

基本財産 １億円

本市の出捐状況 １億円（100％）

　⑶ 　公益財団法人川崎市学校給食会

　　　団体の概要

設立年月日 昭和33年５月１日

設立目的 　川崎市立学校の学校給食に関する事業を行うことにより、成長期における児童生徒の

健全な食生活に関わる食育を推進し、豊かな市民生活に寄与することを目的とする。

基本財産 100万円

本市の出捐状況 100万円（100％）

　⑷ 　公益財団法人川崎市生涯学習財団

　　　団体の概要

設立年月日 平成２年５月22日

設立目的 　川崎市における豊かな生涯学習社会の実現を図るため、教育、学術及び文化等に関す

る各種の事業を行うとともに、市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、活力に満ち

た市民自治社会の構築に寄与することを目的とする。

基本財産 ２億円

本市の出捐状況 ２億円（100％）

３ 　指定管理者

（主な事業内容は平成30年３月31日現在、指定管理料は平成29年度）

　⑴ 　社会福祉法人電機神奈川福祉センター

　　　公の施設の名称　川崎市わーくす大師

　　　施設の概要

設置目的 　障害者に対し知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、

障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市川崎区東門前１丁目11番６号

主な事業内容 １ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「法」という。）第５条第13項に規定する就労移行支援に関すること。

２ 　法第５条第14項に規定する就労継続支援に関すること。

３ 　法第５条第16項に規定する特定相談支援事業に関すること。

４ 　その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 ０円
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　⑵ 　社会福祉法人育桜福祉会

　　　公の施設の名称　川崎市わーくす高津

　　　　　　　　　　　川崎市北部身体障害者福祉会館

　　　施設の概要

　　ア 　川崎市わーくす高津

設置目的 　障害者に対し知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、

障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市高津区溝口１丁目18番16号

主な事業内容 １ 　法第５条第14項に規定する就労継続支援に関すること。

２ 　法第５条第16項に規定する特定相談支援事業に関すること。

３ 　その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 ０円

　　イ 　川崎市北部身体障害者福祉会館

設置目的 身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者の福祉に係る地域活動を促進し、

もって地域における身体障害者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市高津区溝口１丁目18番16号

主な事業内容 １ 　身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行うこと。

２ 　身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、研修会等の実施に関する

こと。

３ 　法第５条第７項に規定する生活介護に関すること。

４ 　法第５条第14項に規定する就労継続支援に関すること。

５ 　法第５条第16項に規定する特定相談支援事業に関すること。

６ 　身体障害者福祉団体等の行う身体障害者の福祉に係る地域活動を促進するために必

要な便宜を提供すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 2,860万円

　⑶ 　社会福祉法人同愛会

　　　公の施設の名称　中央療育センター

　　　　　　　　　　　北部地域療育センター

　　　施設の概要

　　ア 　中央療育センター

設置目的 心身障害者（その疑いのある者を含む。以下同じ。）に対し専門的かつ総合的なリハビリ

テーションを行うことにより、心身障害者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

主な事業内容 １ 　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援

に関すること。

２ 　児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援に関すること。

３ 　児童福祉法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

４ 　児童福祉法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援、特定相談支援事業及

び心身障害の疑いのある児童に対する相談に関すること。

５ 　児童福祉法第４条第２項に規定する障害児（以下「障害児」という。）及び心身障害

の疑いのある児童（以下「障害児等」という。）に対する医学的、心理学的及び社会学

的な診断、治療、検査及び評価

６ 　障害児等に対する療育訓練及び指導
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主な事業内容 ７ 　地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供

８ 　児童福祉法第７条第２項に規定する障害児入所支援に関すること。

９ 　短期入所に関すること。

10 　居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により介護を必要とする障害児に対

する昼間における排せつ又は食事の介護その他の便宜の供与に関すること。

11　施設入所支援に関すること。

12　生活介護に関すること。

13　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 ５億5,999万円

　　イ 　北部地域療育センター

設置目的 心身障害者に対し専門的かつ総合的なリハビリテーションを行うことにより、心身障害

者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市麻生区片平５丁目26番１号

主な事業内容 １ 　児童発達支援に関すること。

２ 　医療型児童発達支援に関すること。

３ 　保育所等訪問支援に関すること。

４ 　障害児相談支援、特定相談支援事業及び心身障害の疑いのある児童に対する相談に

関すること。

５ 　障害児等医療支援

６ 　障害児等に対する療育訓練及び指導

７ 　地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供

８ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

指定期間 平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

指定管理料 ２億8,691万円

　⑷ 　中部リハビリテーションセンター共同事業体

　　 　公の施設の名称　川崎市中部リハビリテーションセンター（井田障害者センター、井田日中活動センター、

　　　　　　　　　　　井田地域生活支援センター）

　　　施設の概要

設置目的 心身障害者に対し専門的かつ総合的なリハビリテーションを行うことにより、心身障害

者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

主な事業内容 ＜井田障害者センター＞

１ 　障害者及びその介護者に対する専門的な相談に関すること。

２ 　障害者に対する医学的、心理学的、社会学的及び職能的な診断、治療、訓練、検査

及び評価に関すること。

３ 　障害者及びその介護者に対する介護方法の指導、健康指導その他の便宜の供与に関

すること。

４ 　障害者に係る福祉用具の普及の促進に関すること。

５ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

＜井田日中活動センター＞

１ 　生活介護に関すること。

２ 　自立訓練に関すること。

３ 　就労移行支援に関すること。

４ 　就労継続支援に関すること。

５ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
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主な事業内容 ＜井田地域生活支援センター＞

１ 　一般相談支援事業に関すること。

２ 　特定相談支援事業に関すること。

３ 　法第５条第25項に規定する地域活動支援センターとしての業務

４ 　市民相互の交流を促進するために施設を利用に供すること。

５ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 １億1,663万円

　⑸ 　麻生区内複合福祉施設共同事業体

　　　公の施設の名称　 川崎市北部リハビリテーションセンター（百合丘障害者センター、百合丘日中活動センター、

百合丘地域生活支援センター）

　　　施設の概要

設置目的 心身障害者に対し専門的かつ総合的なリハビリテーションを行うことにより、心身障害

者の福祉の増進を図るため。

設置場所 川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２

主な事業内容 ＜百合丘障害者センター＞

１ 　障害者及びその介護者に対する専門的な相談に関すること。

２ 　障害者に対する医学的、心理学的、社会学的及び職能的な診断、治療、訓練、検査

及び評価に関すること。

３ 　障害者及びその介護者に対する介護方法の指導、健康指導その他の便宜の供与に関

すること。

４ 　障害者に係る福祉用具の普及の促進に関すること。

５ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

＜百合丘日中活動センター＞

１ 　生活介護に関すること。

２ 　自立訓練に関すること。

３ 　就労移行支援に関すること。

４ 　就労継続支援に関すること。

５ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

＜百合丘地域生活支援センター＞

１ 　特定相談支援事業に関すること。

２ 　法第５条第25項に規定する地域活動支援センターとしての業務

３ 　市民相互の交流を促進するために施設を利用に供すること。

４ 　その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

指定期間 平成25年４月１日から平成30年３月31日まで（第２期）

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで（第３期）

指定管理料 9,620万円

　⑹ 　一般社団法人富士見町開発公社

　　　公の施設の名称　川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　施設の概要

設置目的 恵まれた自然環境の中で、団体宿泊生活を通して、心身を鍛練し、もって健全な少年の

育成を図るため。

設置場所 長野県諏訪郡富士見町境字広原12,067番地482

主な事業内容 １ 　団体宿泊訓練に関すること。

２ 　野外観察、自然探究その他自然に親しむ学習指導に関すること。

３ 　野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。
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主な事業内容 １ 　団体宿泊訓練に関すること。

２ 　野外観察、自然探究その他自然に親しむ学習指導に関すること。

３ 　野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。

４ 　市内の少年団体の指導及び育成に関すること。

５ 　市内の小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。）及び中

学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部

を含む。）その他の教育機関と連絡し、協力すること。

６ 　その他少年自然の家の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 ２億5,860万円

　⑺ 　川崎市子ども夢パーク共同運営事業体

　　　公の施設の名称　川崎市子ども夢パーク

　　　施設の概要

設置目的 子どもが遊び、及び夢を育む場並びに子どもの活動の拠点及び居場所を提供するととも

に、子どもの自主的及び自発的活動を支援することにより、それぞれの子どもに応じた

成長及び子どもの地域等における活動への参加の促進を図るため。

設置場所 川崎市高津区下作延５丁目30番１号

主な事業内容 １ 　子ども（川崎市子どもの権利に関する条例（平成12年条例第72号。以下「子どもの

権利条例」という。）第２条第１号に規定する子どもをいう。以下同じ。）が遊び、及

び夢を育む場並びに子どもの活動の拠点及び居場所（子どもの権利条例第27条第１項

に規定する居場所をいう。）となるための施設及び設備を利用に供すること。

２ 　子どもの遊びについての必要な助言その他の支援に関すること。

３ 　子どもを対象とした文化、芸術、スポーツ、レクリエーション等の各種講座の開催

に関すること。

４ 　子どもの活動を支援するためのボランティアの養成に関すること。

５ 　子どもの活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

６ 　学校その他の教育機関、青少年教育団体等と連携し、及び協力すること。

７ 　その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 6,965万円

　⑻ 　川崎フロンターレ・東急コミュニティー共同事業体

　　　公の施設の名称　富士見公園

　　　施設の概要

設置目的 良好な都市環境の形成、都市の防災性の向上、スポーツ・レクリエーションの場の提供

等により、市民の健康で快適な生活の確保を図るため。

設置場所 川崎市川崎区富士見２丁目地内ほか

主な事業内容 有料施設の利用の承認に関する業務その他の都市公園又はその一部の区域の管理のため

に必要な業務

指定期間 平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

指定管理料 ０円
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　⑼ 　株式会社石勝エクステリア

　　　公の施設の名称　川崎市緑化センター

　　　　　　　　　　　大師公園

　　　施設の概要

　　ア 　川崎市緑化センター

設置目的 都市緑化を推進することにより、良好な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で快

適な生活の確保を図るため。

設置場所 川崎市多摩区宿河原６丁目14番１号

主な事業内容 １ 　都市緑化に係る相談、指導及び広報活動に関すること。

２ 　樹木、草花及び種苗の配布及びあっせんに関すること。

３ 　その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。

指定期間 平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

指定管理料 4,316万円

　　イ 　大師公園

設置目的 良好な都市環境の形成、都市の防災性の向上、スポーツ・レクリエーションの場の提供

等により、市民の健康で快適な生活の確保を図るため。

設置場所 川崎市川崎区大師公園１

主な事業内容 都市公園又はその一部の区域の管理のために必要な業務

指定期間 平成29年４月１日から平成34年３月31日まで

指定管理料 3,700万円

　⑽ 　とどろきスポーツ文化パートナーズ

　　　公の施設の名称　川崎市とどろきアリーナ

　　　施設の概要

設置目的 生涯スポーツの振興及び市民文化の向上を図るため。

設置場所 川崎市中原区等々力１番３号

主な事業内容 １ 　施設及び設備を利用に供すること。

２ 　スポーツの指導及び助言に関すること。

３ 　スポーツ及び体力についての相談に関すること。

４ 　各種スポーツ教室の開催に関すること。

５ 　スポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること。

６ 　スポーツに係る情報提供に関すること。

７ 　その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成30年３月31日まで（第３期）

平成30年４月１日から平成32年３月31日まで（第４期）

指定管理料 ２億5,680万円

　⑾ 　ＳＥＬＦ高津スポーツセンター事業体

　　　公の施設の名称　川崎市高津スポーツセンター

　　　施設の概要

設置目的 市民のためにスポーツの普及及び振興に関する各種の事業を行い、もって市民の心身の

健全な発達を図るため。

設置場所 川崎市高津区二子３丁目15番１号

主な事業内容 １ 　スポーツの指導及び助言に関すること。

２ 　スポーツ及び体力についての相談に関すること。
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主な事業内容 ３ 　各種スポーツ教室の開催に関すること。

４ 　スポーツの指導者育成のための研修会及び講習会の開催に関すること。

５ 　スポーツのために施設及び設備を利用に供すること。

６ 　その他スポーツセンターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 4,661万円

　⑿ 　フクシ・ハリマ共同事業体

　　　公の施設の名称　川崎市宮前スポーツセンター

　　　施設の概要

設置目的 市民のためにスポーツの普及及び振興に関する各種の事業を行い、もって市民の心身の

健全な発達を図るため。

設置場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目10番３号

主な事業内容 １ 　スポーツの指導及び助言に関すること。

２ 　スポーツ及び体力についての相談に関すること。

３ 　各種スポーツ教室の開催に関すること。

４ 　スポーツの指導者育成のための研修会及び講習会の開催に関すること。

５ 　スポーツのために施設及び設備を利用に供すること。

６ 　その他スポーツセンターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

指定期間 平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

指定管理料 3,401万円

人 事 委 員 会 規 則

　川崎市職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

　　平成30年11月30日

 川崎市人事委員会　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第10号

　　　川崎市職員の給料等の支給に関する規則の

　　　一部を改正する規則

　川崎市職員の給料等の支給に関する規則（昭和46年川

崎市人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正す

る。

　第26条第３項を次のように改める。

３ 　宿直手当及び日直手当の額は、その勤務１回につ

き、次に掲げる額とする。

　⑴ 　前項第１号及び第３号の勤務については、4,400

円。ただし、勤務時間が５時間以下の場合は、

2,200円

　⑵ 　前項第２号の勤務については、6,100円。ただし、

勤務時間が５時間以下の場合は、3,050円

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職

員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年４月

１日から適用する。

人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第７号

　平成30年度川崎市職員（大学卒程度　土木）採用試験

（第２回）の実施について

　平成30年度川崎市職員（大学卒程度　土木）採用試験

（第２回）を次のとおり行います。

　　平成30年11月21日

 川崎市人事委員会　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　
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平成３０年度 

川崎市職員採用試験受験案内 
【 大学卒程度 土木 (第２回) 】 

ああああああああああああああああああああああ 

川崎市人事委員会

《主な日程》 

申 込 受 付 期 間 平成 30 年 11 月 22 日 (木) ～平成 30 年 12 月 11 日 (火) (消印有効) 

申 込 方 法 郵送のみ 

受 験 票 発 行 平成 30 年 12 月 27 日 (木) (予定) 

第 １ 次 試 験 日 平成 31 年 11 月 12 日 (土)  【 専門試験 ・小論文試験 】 

第１次合格発表日 平成 31 年 11 月 21 日 (月) 午前１０時(予定) 

第 ２ 次 試 験 日 平成 31 年 11 月 31 日 (木) (予定)  【 集団討論 ・個別面接 】 

最 終 合 格 発 表 日 平成 31 年 12 月 14 日(木)  午前１０時(予定)  

 
《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 (砂子平沼ビル 4 階)  

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-

0-0-0-0-0.html   

川崎市人事委員会 Twitter  

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により試験日程を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用試験は、皆さまの申込によって試験の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が使

われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 

 

★今回の試験のポイント★ 
① 第 1 次試験は専⾨試験 ⼩論⽂試験    

この試験では、公務員試験は特別な対策が必要だと考えている方でも、受験しやすいよう出題範囲が広い教

養試験は行いません。第１次試験では、専門試験(択一式 30 問)と小論文試験を行います。 
 

② 採⽤時期は、平成３１年 4 ⽉ 1 ⽇  
試験に合格した方は、原則として平成 3１年 4 月 1 日に採用されますので、新年度から川崎市の未来を担う

公務員としてのスタートを切ることができます。 
-1-
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１ 試験区分・職務概要・採用予定人員 

試験区分 主な職務概要 
採用予定
人   員

土 木 

主に、建設緑政局、区役所道路公園センター、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、道
路、橋梁、河川、上下水道、港湾などの土木工事の計画、設計積算、施工管理や、都市計画・
都市交通計画の策定、拠点地区整備事業の実施、開発行為の審査指導など、土木の専門業
務に従事します。 

5 名程度 

(注) 
1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 

 

２ 受験資格 

次のいずれかに該当する人 

(1) 平成元年 4 月 2 日から平成 9 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(2) 平成 9 年 4 月 2 日以降生まれで次のいずれかに該当する人 
①学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は平成 31 年 3 月までに卒業見込の人 

②川崎市人事委員会が①に該当する人と同等の資格があると認める人 

※試験区分ごとの受験資格にかかわらず、地方公務員法 16 条により、次に該当する人は受験できません。 

1 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。) 
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
3 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 
4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 5 章に規定する罪を犯し刑に処せられた人 
5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
 
３ 試験の科目・日時・会場・合格発表 

試験段階 試験科目・日時 会場 合格発表日 

第 1 次 
試 験 

【専門試験・小論文試験】 

平成３１年１月１２日(土) 
 集合時刻 午後 0 時 40 分 
 解散時刻 午後 4 時 30 分頃 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

１月２１日(月) 
午前 10 時(予定) 

【第 1 次試験合格】 

第 2 次 
試 験 

【集団討論・個別面接】 

平成３１年１月３１日(木)(予定) 
※集合時間等の詳細は、第１次試験の合

格者に文書で通知します。 

２月１４日(木) 
午前 10 時(予定) 

【最終合格】  

 (注) 
1 試験会場の案内図は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しますので御確認ください。 
2 試験会場への問合せ、自動車、バイク、自転車等での来場は禁止します。 
3 合格発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を１週間掲載します。 
4 第１次試験合格者及び最終合格者には、合格発表日に文書で通知を発送します。なお、郵便事情などにより延着、不

着となる場合もありますので、合否はホームページで必ず確認してください。 
5 第１次試験の合格者は、各試験科目の結果を総合して決定します。また、最終合格者は、第１次試験及び第２次試験の

結果を総合して決定します。第１次試験、第２次試験ともに、いずれかの試験科目において一定の基準に達しない場合
は、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となります。 

6 第１次試験合格者には、「面接カード」を３部(うち、２部は原本をコピーしたもの)を平成３１年１月２５日(金)までに提出し
ていただきます。なお、面接カードの様式は、第１次試験当日に会場で配布します。 
また、面接カードにはカラー写真（縦４cm×横３cm）を貼り付けていただきますので、写真が３枚必要となります。 
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４ 試験の内容 

試験段階 試験科目 試験内容 

第 1 次試験 

専 門 試 験

専門知識についての択一式筆記試験です。 

【30 問 120 分】   

※出題分野は、数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画(都市計画

含む)、材料・施行 

小 論 文 試 験

一般的な行政課題や時事問題などの課題を与え、問題意識、論理性、表現力などを

評価します。 

【1,000 字以上、1,200 字以内 80 分】 

第 2 次試験 面 接 試 験

【集団討論】＜30 分程度＞ 

行政課題、時事問題などをテーマに集団討論を行い、社会性、伝達力、積極性、論理

性などを評価します。 

【個別面接】＜30 分程度＞ 

個別面接(3 対 1)を行い、人物的な側面、仕事に対する意欲・適性、コミュニケーション

能力などを評価します。 

 

５ 合格から採用まで 
(1) 最終合格者は、川崎市人事委員会が作成する採用候補者名簿に登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求

に応じて提示されます。なお、名簿の有効期間は、原則として名簿確定の日から１年間です。 
(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、原則と

して平成３１年４月１日に採用されます。 
(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場

合は、採用候補者名簿から削除する場合があります。 
(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

６ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

試験区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

土 木 
道路工事の実施計画、設計、監督 
道路の維持補修工事の実施、設計等 開発行為の監視、規制 

 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒

課
長
補
佐 

⇒

課長級

⇒

部長級  局長級

☆ ○ ☆ ○ ☆○ 

課 

長 

担
当
課
長

部 

長 

担
当
部
長

局 

長 

担
当
理
事

 
 

 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、係長昇任選考を実施しており、合格すると３３歳（最短）で係長級に昇任します。 
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７ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
   平成 30 年 10 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

試験区分 
初任給 

(地域手当を含む) 
その他の手当など 

土 木 
205,204 円 
（大学院修士課程修了者は、222,604 円） 

① 初任給は、大学卒業後若しくは大学院修士課程修了後
の職歴等がある人は、一定の基準に基づいて、左記の
金額に加算されます。 

 
② この他に、期末・勤勉手当(4.40 月分)が支給されます。ま

た、支給要件に該当する方には、通勤手当(1 箇月当たり
最高 55,000 円)、扶養手当、住居手当(1 箇月当たり最高
22,500 円)等の諸手当が支給されます。 

 
(2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分(休憩時間１時間を含む。) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
②休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③休暇等 

年次有給休暇(年間 20 日間)のほか、夏季(5 日間)・結婚・出産・忌引・子の看護・男性職員の育児参加・短期介護などの特別
休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

      
※上記の内容は、平成 30 年 10 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 

 

８ 個人別成績情報の提供 
この試験で不合格となった方のうち、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に

限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手続き方法 

第1 次試験 

不 合 格 者 

第 1 次試験の総合順位及び総合得点 
 

＜参考＞第 1 次試験配点：300 点 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、
下記①～③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書 
※ホームページからダウンロード〈最終合格発表日から 1 箇月
間掲載〉 
②受験票 
③返信用封筒（82 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 
 
《申出書郵送先》 
〒210-0006 
川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 
川崎市人事委員会事務局任用課 
 
※個人別成績情報は、平成 31 年 3 月下旬以降に発送します。 

第2 次試験 

不 合 格 者 

第２次試験の総合順位及び総合得点 
(第 1 次及び第 2 次試験の合算) 

 
＜参考＞第 2 次試験配点：700 点 
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９ 申込方法等 
申込受付期

間 
平成３０年１１月２２日(木)  ～ １２月１１日(火) (消印有効) 

※ 申込受付期間後の申込は受理いたしませんので、御注意ください。 

申 込 方 法 
封筒の表に「大学卒程度採用試験(第2回)申込」と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。 

※ 封筒は、申込書を折らずに入れることのできる角形２号を使用してください。 

※ 簡易書留以外の郵便事故については、一切責任を負いません。 

申込書郵送
先 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 川崎市人事委員会事務局任用課 

提 出 書 類 

カラー写真（縦４cm×横３cm）を貼った申込書１通 

(1) 申込書に必要事項を記入し、署名欄は必ず自署してください。 

(2) 62 円切手は、受験票送付用です。申込書の右上にクリップで留めてください。 

(3) 写真は、裏面に氏名を記入し、申込書に貼ってください。  

受験票の 交
付 

１２月２７日(木)(予定)に「受験票」を、本人宛てに郵送しますので、選考当日必ず持参してください。 

なお、１月４日（金）までに受験票が到着しない場合には、人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡

ください。 

《申込書記入方法》 
申込書は、記入例をよく見てボールペンで間違いのないようにはっきりと記入してください。 
① 性別：該当する性別を○で囲んでください。 
② 生年月日：１桁の数字の場合は１０の位に０を記入し、(  )内には西暦を記入してください。 
③ 年齢：平成３１年４月１日現在の年齢を記入してください。 
④ 氏名：カタカナは、濁点「゛」、半濁点「゜」も同一マス内に記入してください。 
⑤ 受験票・合格通知等送付先：受験票及び通知等の発送時に利用しますので、正確に記入してください。現住所と異な

る場合は、現住所も記入してください。 
⑥ 電話番号：電話番号を必ず記入してください。緊急連絡先は、申込内容に関する確認のため連絡することがありますの

で、平日の昼間に確実に連絡の取れるところ（伝言を頼めるところを含む。）を記入してください。なお、連絡
が取れない場合は、受験できないことがあります。 

⑦ 学歴：最終のものから順に記入してください。区分はコード表を見て記入してください。 
※１ 卒業見込は、平成３１年３月までに卒業を予定している場合に限ります。 
※２ 中途退学の場合は学歴に含めません。 
※３ 専修学校、各種学校等の場合については、２年以上のものを記入してください。 
（記入例）○○高校に平成２４年４月に入学し、平成２７年３月に卒業 

△△中学校に平成２１年４月に入学し、平成２４年３月に卒業した場合 
⑧ 署名欄：記載内容を確認の上、必ず自署してください。 
（コード表） 

最終学歴 

区    分 

 
大 学 院 
大 学 
短 大 
高 専 
専 修 学 校 等 
高 校 
中 学 校 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

◎ 身体の障害等により受験に際して特に配慮を必要とする人は、事前に相談してください。 

 

◎ 平成３０年度大学卒程度採用試験 (第1回)実施結果（参考） 

試験区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
第1次試験 

受験者数(人)
第1次試験 

合格者数(人)
最終合格者数

(人) 
競争倍率(倍)

土 木 １５ ７３ ４９ ３０ １５ ３．３ 
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記入例 （表面）

＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 平成 年 月 日 氏　名　川　崎　次　郎　　（必ず自署してください。）

平成３０年度　川崎市職員(大学卒程度　土木)採用試験(第２回)申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 受験番号

土木

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢

１0大学卒程度

試験区分 （コード）

０ ５

この欄に必ずカラー写真

を貼ってください。

・縦４cm×横３cm

（緊急連絡先）

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

2 1 0 0 0 0

元号

昭和 ・ 平成

（「町・字名」及び「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

宮本町１－２－３ 砂子平沼ビル４０１号

-

（該当に○） （平成31年４月１日時点）

男 ・ 女 満4

カ ワ サ キ ジ ﾛ ｳ

0 1

私は、平成３０年度川崎市職員採用試験案内【大学卒程度　土木(第2回)】の記載事項を了承の上、同試験を受験したいので申し込みます。なお、私は、試験
案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の記載事項は全て事実と相違ありま

せん。

最終学歴　（学校名）

○○高等学校

（区分）

6

（学科・専攻）

普通科

月 卒業　・　卒業見込入学 昭和 ・ 平成 年昭和 ・ 平成 年 月

月 卒　　業

その前の学歴　（学校名）

△△中学校

入学 3

2

川 崎 次 郎

・３箇月以内撮影

・上半身、正面向き、脱帽

・写真裏面に氏名を記入

すること歳

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

日月年

0 8 2 2（ ）1996 1

0 3

父 090   ５６７８  ××××

2 1 0 4 2 4 0

090   1234   ××××
連絡先名

年年 月

（学　　　部） （学科・専攻）

4 7

30 11 30

６２円
切手

右上に受験票送付用の６２円切手をクリップで留めてください。

0 4

昭和 ・ 平成

（「都道府県）及び「郡・市町村・区」）受験票・合格通知等送付先　（郵便番号）

4 神奈川県川崎市川崎区

※（学校コード） （学　　　部）

2

昭和 ・ 平成

044   200   ××××

電話番号　（自宅） （携　　　　帯）
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＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

平成 年 月 日 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　（必ず自署してください。）

私は、平成３０年度川崎市職員採用試験案内【大学卒程度　土木(第2回)】の記載事項を了承の上、同試験を受験したいので申し込みます。な
お、私は、試験案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の記載
事項は全て事実と相違ありません。

昭和 ・ 平成 年 月 月 卒　　業入学 昭和 ・ 平成 年

その前の学歴　（学校名） （学　　　部） （学科・専攻）

入学 昭和 ・ 平成 年昭和 ・ 平成 年 月 月 卒業　・　卒業見込

電話番号　（自宅） （携　　　　帯） （緊急連絡先）

 　　　　　　  　　　　　　　　 

連絡先名

 　 　　　 

最終学歴　（学校名） （区分） ※（学校コード） （学　　　部） （学科・専攻）

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

（「町・字名」及び「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

受験票・合格通知等送付先　（郵便番号） （「都道府県）及び「郡・市町村・区」）

-

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

）

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢 ・上半身、正面向き、脱帽

（該当に○） 元号 年 月 日 （平成31年４月１日時点） ・３箇月以内撮影

・写真裏面に氏名を記入
すること満 歳男 ・ 女 昭和 ・ 平成

0 １ 土木 ０ ５

（

平成３０年度　川崎市職員(大学卒程度　土木)採用試験(第２回)申込書

※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 試験区分 （コード） 受験番号

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

大学卒程度
・縦４cm×横３cm
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職 員 共 済 組 合 組 合 公 告

川崎市共済公告第12号

　平成30年11月21日執行の川崎市職員共済組合組合会議

員の任期満了に伴う選挙において、次の者が当選人と決

定したので、川崎市職員共済

組合定款第15条第２項の規定に基づき公告します。

　　平成30年11月28日

 川崎市職員共済組合　　　　

 理事長　伊　藤　　　弘　　

選挙区 氏名 部局かい

第１区

野　坂　智　也 環境局

渡　邉　栄　一 港湾局

江　口　真　也 会計室

平　石　泰　夫 建設緑政局

迎　　　隆　司 宮前区役所

小　川　大　輔 教育委員会

第２区

平　野　　　悟 交通局

飯　田　昭　彦 上下水道局

船　生　浩　市 病院局

第３区 鹿　又　　　慎 消防局

幸 区 告 示

川崎市幸区告示第５号

　次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能により無

効とし、失効したので告示します。

　　平成30年11月27日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　８－96 平成30年11月27日

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第108号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度
介護保険料 第５期

平成30年12月１日

（第５期分）
計１件

平成

30年度
介護保険料 第７期

平成30年12月１日

（第７期分）
計27件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第109号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度
介護保険料 第12期

平成30年12月１日

（第12期）
計４件

平成

30年度
介護保険料 第２期

平成30年12月１日

（第２期）
計１件

平成

30年度
介護保険料 第３期

平成30年12月１日

（第３期）
計１件

平成

30年度
介護保険料 第４期

平成30年12月１日

（第４期）
計１件

平成

30年度
介護保険料 第５期

平成30年12月１日

（第５期）
計３件

平成

30年度
介護保険料 第６期

平成30年12月１日

（第６期）
計２件
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（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第110号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期）
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第５期）
計23件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第111号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計５件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第112号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年度 科目 期別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年12月１日

（第１期）
計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年12月１日

（第２期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年12月１日

（第３期）
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期）
計７件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

９月

平成30年12月１日

（過随９月）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第５期）
計62件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第113号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期 平成30年12月１日 計11件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期 平成30年12月１日 計80件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第43号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規
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定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市幸区長　石　渡　伸　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年12月１日

（第１期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年12月１日

（第２期分）
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年12月１日

（第３期分）
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第４期分）
計２件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第64号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期 平成30年12月１日 計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期 平成30年12月１日 計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
第３期 平成30年12月１日 計７件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期 平成30年12月１日 計69件

平成

30年度

国民健康

保険料
８月期 平成30年12月１日 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
９月期 平成30年12月１日 計１件

（別紙省略）

川崎市中原区公告第65号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市中原区長　向　坂　光浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度
介護保険料 第６期 平成30年12月１日 計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第66号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第１期 平成30年12月１日 計９件

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第２期 平成30年12月１日 計３件

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第３期 平成30年12月１日 計８件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第70号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地
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方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

30年度
介護保険料

第

７期分

平成30年12月１日

（第７期分）
計10件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第71号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料

第

10期分

平成30年12月１日

（第10期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

６月分

平成30年12月１日

（過随６月分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

過随

７月分

平成30年12月１日

（過随７月分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料

第

１期分

平成30年12月１日

（第１期分）
計17件

平成

30年度

国民健康

保険料

第

２期分

平成30年12月１日

（第２期分）
計20件

平成

30年度

国民健康

保険料

第

３期分

平成30年12月１日

（第３期分）
計24件

平成

30年度

国民健康

保険料

第

４期分

平成30年12月１日

（第４期分）
計24件

平成

30年度

国民健康

保険料

第

５期分

平成30年12月１日

（第５期分）
計80件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第72号

　後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第

112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料

第

１期分

平成30年12月１日

（第１期分）
計５件

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料

第

２期分

平成30年12月１日

（第２期分）
計６件

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料

第

３期分

平成30年12月１日

（第３期分）
計６件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第68号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年11月16日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第69号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年11月16日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
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たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第70号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第10期 平成30年12月１日 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期 平成30年12月１日 計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期 平成30年12月１日 計11件

平成

30年度

国民健康

保険料
第３期 平成30年12月１日 計16件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期 平成30年12月１日 計16件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期 平成30年12月１日 計28件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第71号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度
介護保険料 第７期 平成30年12月１日 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第72号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

後期高齢者

医療保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第73号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年11月22日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市宮前区公告第74号

　平成30年10月19日川崎市宮前区公告第61号を次のとお

り訂正します。

　　平成30年11月22日

 川崎市宮前区長　小田嶋　　　満　　

　誤

管区

川崎区

　正

管区

宮前区

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第83号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

30年度
介護保険料 第４期 平成30年12月３日 １件

平成

30年度
介護保険料 第５期 平成30年12月３日 ６件

平成

30年度
介護保険料 第６期 平成30年12月３日 ７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第84号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達したところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年12月１日

（第３期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年12月１日

（第１期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年12月１日

（第２期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年12月１日

（第３期分）
計７件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計７件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第５期分）
計82件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第85号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　平成30年11月29日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第86号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　平成30年11月29日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
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た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第67号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

29年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第５期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第６期

平成30年12月１日

（第６期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第７期

平成30年12月１日

（第７期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第８期

平成30年12月１日

（第８期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第９期

平成30年12月１日

（第９期分）
計１件

平成

29年度

国民健康

保険料
第10期

平成30年12月１日

（第10期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第１期

平成30年12月１日

（第１期分）
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期

平成30年12月１日

（第２期分）
計２件

平成30

年度

国民健康

保険料
第３期

平成30年12月１日

（第３期分）
計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
第４期

平成30年12月１日

（第４期分）
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料
第５期

平成30年12月１日

（第５期分）
計64件

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第68号

　次の差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、国民健康保険法（昭

和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公

告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第69号

　次の配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第70号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　平成30年11月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度
介護保険料 第５期

平成30年12月１日

（第５期分）
計２件

平成

30年度
介護保険料 第６期

平成30年12月１日

（第６期分）
計９件

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市麻生区公告第71号

　次の配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成30年11月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

別紙省略

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第５号

　平成30年12月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　平成30年11月21日

 川崎市高津区選挙管理委員会　　

 委員長　木　村　雪　子　　　　

　登録を行う日　　平成30年12月３日

麻生区選挙管理委員会告示

川崎市麻生区選挙管理委員会告示第７号

　平成30年12月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　平成30年11月21日

 川崎市麻生区選挙管理委員会　　

 委員長　土　方　　　茂　　　　

　登録を行う日　　平成30年12月３日
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